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ポス ト冷戦の世界のシナ リオのひとつは、民主化 と自由化の順調な進行、つまり民主主義 と

市場経済が世界各地に浸透 して、発展途上国をつつんだ 「一つの世界」が形成 されるとい うも

のである。 もうひ とつのシナ リオは、民主化 と自由化の不調、すなわち発展途上国が民主主義

と市場経済の確立に成功せず、世界の不安定要 因になるというものである。 したがって、先進

国による安全保障 と経済管理 のシステムのもとで発展途上国は管理強化の対象 となり、ますま

す開発は困難になるというわけである。

また、ポス ト冷戦の新 しい国際秩序については、いろいろな議論が展開されている。その議

論は、おおむね次のような方向に動いているようである。第一に、民主的な国家が より平和的

か どうかわからないにしろ、民主的国家の間では戦争 は発生 しないのではないか。 したがって、

民主化支援:が平和の基礎的条件 となる。第二に、諸国家間の貿易関係がうまくいかないのは、

いずれかの国において市場経済システムの進行 を妨げる諸規制が行われているか らであって、

規制緩和 と自由化がそうした摩擦 を生 じさせない条件 となる。第三に、国境や国益 をこえた高

度な専門家集団の国際的ネ ットワークが問題の正確な認識形成 と知識の提供者 としての影響力

をもつ。第四に、内発的な自己組織力 を発揮できるコンソーシアム型の共同運営組織が国際秩

序の形成に重要な役割 を演 じる。(猪 口1995年:22-23)

そのような考え方からす ると、アフ リカにおいても、民主化 と自由化が定着す るかどうかが

鍵 となる。また、今述べたような方向の議論が、アフ リカ大陸 レベルで生まれて くるか どうか

もアフリカの将来 を占う意味では重要なものとなるだろう。アフ リカにおいても、これまで民

主化 は複数政党制への移行、自由化は市場経済への移行 としてとらえられてきた。それ らがは

たして順調に進行するのかどうかが、問題になるというわけである。それがいずれの方向をた

どるにして も、ポス ト冷戦期 においてアフ リカの戦略的意義は低下し、地域主義から落ちこぼ

れ、国際機関による管理強化のもとにおかれる運命にあるという議論が しばしば聞かれる。し

か し、考 えてみると、 これらはあ くまで先進国の立場か らみた国際秩序におけるアフリカの位

置付けではないだろうか。また、ここで論 じられている民主化 と自由化の中身がやはり問題 と

されなければならないだろう。

ところで、このようなポス ト冷戦期の新 しい国際秩序が模索されるなかで、もとよりアフリ

カ大陸全体の動きをことごとくとらえることなどできるはずもないだろう。しか し、そのなか

で、現在、 さまざまな試みに取 り組んでいる南アフ リカの動 向は、アフ リカの新世綿 を占う上

で欠 くことのできないものである。ポス ト・アパル トヘイ トの新生南アフ リカは、 まず自らを

どのように形づ くっていくであろうか、そ して新 しい国際秩序のなかで自らをどのように位置

づけるのだろうか。 また、新生南アフ リカは、広 くはアフリカ大陸で、狭 くは南部アフリカに
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おける開発 と地域協力あるいは地域統合 とどのような関わりかたを見せ るのであろうか。さら

に、新生南アフリカは、赤道以南の南半球経済圏(環 大西洋 ・環 イン ド洋)あ るいはアジア ・

アフ リカ地域聞関係にどのような関わりを示すのであろうか。

この章では、1994年4月 の選挙に前後す る数年間の南アフリカにみられた経済動向を概観 し

ながら、新生南アフ リカの21世 紀をにらんだいくつかの 目標について考えてみることにする。

1ア フ リカ独立40年 をふ りか えって

言い古されたことばではあるが、やは り 「未来への省察は過去への省察に倣 うのを常道 とす

る。」 しか し、「過去にとらわれるあまり現在に特有の現象を見落 としてはならない」 というこ

とも忘れることはできない。

マンデラ政権誕生後の南アフ リカの未来構想は、何 よりもその過去への反省に立つ ことが肝

要である。その過去 とは、アフ リカ独立40年 とアパル トヘイ ト期の南アフ リカの一世紀 をざす。

(a)独 立と植民地遺制

1884-85年 のベル リン会議で 「アフ リカの略奪」がはじまり、100年 にも満たないヨーロッパ

支配のもとでアフリカが変革されて、今 日の政治経済問題の原因がつ くられたのは、実 に驚 く

べ きことである。 ヨーロッパの帝国主義国による人為的国境の線引きのためにアフ リカ人社会

は分離 ・統合 され、既存の交易地域は分断された。植民地時代のアフリカ経済史 をふ りかえる

と、アフリカが、地域間の相違 を残 しながらも、原料 と食糧の供給源 としてまた工業製品の市

場 として ヨーロッパ を中心にした 「世界資本主義 システム」に統合されたことがわかる。それ

はまた、 ヨーロッパ型ライフスタイルの普及過程でもあった。プロテスタンティズムの倫理は、

資本主義の精神 になると同時に帝国主義の精神にもなったのである。

独立期 のアフリカ諸国に残された政治的遺産は、植民地国家の独裁的構造 であった。植民地

政府は、アフリカ人の要求 も願望 も無視 して、土地 と人を支配 し、天然資源を開発 し、 ヨー ロ

ッパとの関係 を維持する統治装置を開発 した。植民地支配は、集権的官僚制度、警察力それに

植民地軍に支 えられていたのである。

こうした支配に抵抗してきたアフリカ人ナショナ リス トの運動には、第二次世界大戦後、西

洋式教育をうけてきた都市の少数のエ リー トだけでな く、商人、農民、下級公務員が加 わった。

独立運動は、時には相互に関連するが しば しば多様な経済的、民族的、地域的利害を代表する

人々のゆるやかな統合がその実態をなした。1950年 代半ばには、 ヨーロッパ諸国は、植 民地統

治の経費、国連の圧力、民族解放運動におされて、独立(=権 力の移行)を 認めはじめるが、

自らの経済的権益 を残してお くことに注意を怠らなかった。「非植民地化の帝国主義」(Imperi-

alismofDecolonizatin)と いう表現は、その一面 をあらわしている。

独立の興奮のなかで、新興アフリカ諸国は、次のような問題 を抱え込むことになる。すなわ

ち、(1)植 民地時代の 「分割統治」に よる脆弱な国民的(民 族的)統 合と社会階級間お よび

地域間の不平等 と抗争、(2)村 落や諸民族集団に対するアフリカ人の強い帰属意識、(3)特
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定の一次産品に依存する植民地型経済、(4)差 別的な植民地教育政策の もたらしたアフ リカ

人の技術的訓練の不足、であった。(Gordon,A.A.&Gordon,D.L.1992:52-63;Apter,D.E.

&Rosberg,C.G.1994:6-19)

(b)政 治権力の集中と公的部門の非効率

アフ リカ人の新政府は著 しく不安定であった。それにもかかわらず、極度の貧 困に陥ってい

た人々は政府の指導者に多 くを求めた。独立 したてのころ、独立 ということばはどんなことに

も通用する言い訳であった。農民は、独立すれば 「鶏 もいまよ りも沢山の卵を生んで くれるに

ちがいない」 と信 じていた という逸話が残ってい るくらいである。植民地時代の経済的 ・政治

的格差 を前提にすれば、「独立の果実」についても勝者 と敗者が生まれる。地域、宗教、世代、

階級、民族に根差す諸集団の動員は、新政府の脅威 となる。 これに対 して、指導者層は、権力

の強化 と政治的支配の拡大にむかう。その常套手段は、反対勢力を排除し、官僚機構 と安全機

関(軍 と警察)を 拡大するというものであった。国民の統合 と経済開発には強力な中央政府が

不可欠であるという大義名分のもとで反対勢力は粛正されてい く。

こうして、1960年 代末には、一党制国家が多数生 まれた。支配集団は、官僚、軍 ・警察、執

行部を支配 した。経済計画、運輸、教育、社会サービスにかかわる官僚機構は肥大化する。独

立後、大多数のアフ リカ諸国では、開発戦略 として工業化 を重視 した結果、政府が、国営企業

の設立 を通 して工業部門に大 きく関与 した。その雇用は、近代的経済部門の二分の一を占め、

公共部門はフォーマル部門の投資の多 くを占めた。国営企業の設立が重視された理由 としては、

投資の誘発、公共性の高い部門の育成、多国籍企業による独 占の排除、などがあげ られ ること

が多い。 ところが、急速な公共部門の成長は、運営の非効率 と投資計画への過大な期待 とあい

まって経済困難の原因となった。 また、それは、非効率 な資源利用、低利潤、財政赤字の原因

ともなる。利益性 と公共性の両立は困難であるし、集権的な意志決定は、各部門の運営者の 日々

の柔軟な対応の機会を奪 って しまった。

(c)経 済の衰退 と社会の危機

独立前の10年 間にアフ リカ諸国の年平均経済成長率は、1.3%で あったのに、1965年 か ら84

年 までの間には、それが0.2%に なっている。

アフリカ経済衰退の原因の一つは、 しば しば国際経済 との関係であると言われてきた。1970

年代に農産物 と鉱産物の国際価格が下落 し、工業製品価格(機 械部品、自動車、 トラック、機

械機器など)が 上昇したために、アフ リカ諸国の交易条件が悪化 した。その上、二度にわたる

石油ショックの影響(原 油および石油製品価格の急騰)は 深刻であった。

さらに、経済成長が停滞 しているのに人 口が急増 し、貧困層が増加 したことがあげられる。

アフリカ諸国の政府は、 さまざまな社会的要求にこたえるために多額の財政支出(道 路、鉄道、

学校教育、農業補助)を 必要 としていた。それに もかかわらず、財政収入の減少のために政府

の行政能力 と信頼は低下 した。強い国家、中央政府は経済発展 をもたらし、社会の必要 を充た

し、弱い ものを救って くれるという幻想が失われていったのである。
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政府は、外貨を稼 ぐために必要な輸出向け農産物の買い上げ価格 を低 くおさえようとする。

それに対抗 して農民は、政府価格 よりも二倍 も高 く売れ る 「ブラックマーケッ ト」へ農産物を

流しただけでな く、自給農業へ 「撤退」 した。都市の住民の対応 も、政府 と手を切 り、法 と官

吏か らのがれて、自発的組織の再生 と拡大をはかることで自らの生活 をまもろうというもので

あった。その結果、「上は下に何 もで きず、下は上に何 も期待 しない」 という現実が生 まれた

のである。

したがって、農民たちの気持ちが政府か らはなれると、アフリカ諸国政府の収入はますます

減少 した。交易条件の悪化のために外貨収入はますます減少し、経済危機は深まる。 しか も、

政府の規制 と税金 をのがれるために 「インフォーマル経済」が広が るとい うわけである。こう

なって くると、アフリカ諸国政府は、経済運営のために外国か らの借入れを増加せ ざるをえな

いが、民間金融機関の融資は高金利であった。輸出収入の40%以 上を利子の支払いにあてても、

債務が累積 したのである。(Chazan,N.etal1988:254-256,288-291,294-298)

(d)構 造調整 と民主化

アフ リカ諸国政府は、 この経済危機 を打開す るために、1980年 代後半以降、IMF・ 世界銀

行か らの 「構造調整」融資に依存す ることになった。 しかし、これにはアフリカ諸国内部の経

済関係の構造 を調整し、社会秩序を再編するという条件がついていたのである。(末原1998:

15-26)a

構造調整の 目的は、(1)公 共部 門の縮小 と運営の改善、(2)諸 経済部門間の価格の歪みの

是正、(3)貿 易自由化の推進、(4)公 共および民間部門の国内貯蓄促進、である。また、こ

の目標を達成するための手段 としては、(1)為 替レー トの調整(切 り下げ)、(2)国 内貯蓄

の促進 と適正な資源配分 を達成す る金利政策、(3)貨 幣供給および信用の コン トロール、(4)

政府の支出 と赤字を削減する財政政策、(5)貿 易決済の 自由化、(6)財 、サー ビスおよび要

素投入価格の規制緩和、があげ られている。

ジンバブエのある研究者がこんなことをつぶやいていたのを思い出す。「構造調整は体調の

悪い ときにのむ薬のようなもので、多少にが くて もが まんして飲 まなければならない。 また、

これは気持 ちをひきしめるために腰のベル トを締めるのに も似ている。けれども、構造調整の

薬の効 き目もあらわれないうちに、薬を買 う金がなくな り、腰のベル トもな くなってしまった。

政府は構造調整 を万能薬のように言うが、これでは 『トロイの木馬』ではないか。」

アフ リカ諸国に とっては、構造調整プログラムの長期的利益 を手にす る前に、短期的な問題

を切 り抜けねばならない。輸入 コス トの増加、規制緩和による国内商品価格の上昇、社会の最

底辺者への福祉のカットとその結果生 じる政治的不安 などである。また、世界銀行 とIMFに

よる構造調整パ ッケージには、個々の国々の状況を無視 して適用しようという面があったため

に、アフ リカ諸国ではその実施 をめ ぐって社会的批判が高まった。

そこで、アフリカ諸国は、1979年 のアフ リカ統一機構(OAU)首 脳会議におけるモンロビ

ア宣言 を経て、 自ら代替案 として 「ラゴス行動計画」 を提示 した。1985年 には、「経済回復の

ためのアフ リカのプライオ リティ計画、1986-1990」 がOAUで 採択 されている。また、1989
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年 には、国連アフ リカ委員会(UNECA)の 後押 しで、「社会 ・経済的回復 と変革のための構

造調整計画にたいするアフ リカの代替的枠組」が構想 された。これは、基本的なヒューマ ン ・

ニーズを充た し、長期的で均衡の とれた開発 をめざすアフリカ人政府のイニシャティブを強調

したものである。1990年2月 には、タンザニアのアルー シャでUNEACと 非政府組織(NGO)

の会議で 「開発 と変革における人民の参加 のためのアフ リカ憲章」が採択 されている。

ところで、構造調整は、政治面にも影響す る。まず、農産物価格の規制緩和は食費の増加 を

ひ きおこし、都市住民の生活を脅か した。中級 ・下級の公務員(教 員 ・看護婦)の 生活 も深刻

な影響 をうけ、デモや食糧暴動がおこる。政府の公務員削減や給与の凍結 と遅配、それに政府

企業の売却 ・民営化は、社会 ・政治 ・経済のエ リー トを結合 していたシステムを崩壊 させ た。

こうして、 自助組織、協同組合、教会、 自警集団、専門家組織 学生や公務貝などの社会集団

による現体制に対する異義 申し立て と政治改革を要求する反政府運動がおこる。このようなア

フリカ諸国内部の動 きに外か らの圧力が加わった。すなわち、ソ連 ・東欧の民主化 と冷戦の終

結で大国か らアフリカ諸国政府に対する軍事援助 と資金援助が減少 したことである。 このため

にこれまでの政治体裁の支えが動揺することになった。(吉 田1993年:50-65、164-175)

2南 ア フ リカの100年=ア パル トヘイ ト、経済制裁そ してポス ト・アパル トヘイ トへ

「ひとは自らの歴史 をつ くるものであるが、自分が望んだ通 りにつ くれるわけではない。」27

年間牢獄につながれ、アパル トヘイ トの犠牲者 となったマンデラとアパル トヘイ トの張本人で

あるデクラー クが、今 日、南アフリカの歴史 をつ くってい くと誰が予想 しえたであろうか。デ

クラークとマンデラは、あらゆる権謀術策 を弄して妥協の道を探 ったのであろう。妥協 という

ものは、すべての人が望んでいることを正確に反映 しているわけではないが、誰も勝利を得 ら

れないかわ りに誰 も敗者にならないような状況をつ くりだすことである。

そこで、南アフ リカの現局面を理解するためには、南アフリカの政治経済の歴史的起源 と白

人少数支配国家 としての南アフリカ連邦形成の歴史 を知 ることが必要である。

(a)ア パル トヘイ トの南アフリカ

アパル トヘ イ ト国家の起源は、 ヨーロッパ人移民がアフ リカ人の首長 と王国を征服 し、彼ら

を従属的地位に陥れたときにもとめられる。17世 紀には、オランダ系白人移民(ボ ーア人)の

入植がは じまり、彼 らは、イギ リス人がアメリカ ・インディアンを見たの と同 じようにアフリ

カ人(コ イ人やサン人)を 見た。両者は、排除されることにおいてアメリカ史 と南アフリカ史

に一定の役割を演 じさせ られたのである。

19世紀のは じめ、 イギリス人移民の到着によって資本主義関係が流入して くる。ダイヤモン

ドと金の発見に次いで移民による植民地国家が確立された。鉱物資源の開発に憑かれた帝国主

義者は、ア フリカ黒人がその目的に動員されれば もっとも安価な解決策になると考 えた。イギ

リスの支配 は、黒人の国のなかに 「リザーブ」をつ くり、人口が過剰になってみずから扶養で

きな くなった黒人たちが鉱 山での出稼 ぎ労働者 となっていかざるをえない状況 をつ くりだした。
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このように 「アパル トヘイ ト」を発明したのは、実はイギ リス人なのである。

1910年 、ケープ、ナタール、オレンジ自由国、 トランスバールの4つ の植民地が統合 されて

南アフ リカ連邦が建設される。この国家の経済的役割は、安価 な黒人労働の維持であった。同

時に、この連邦は、白人入植者には 「統一」を、抑圧 されている黒人には 「分裂」 をもたらす

政治的 ・イデオロギー的役割 をになっていた。すべての白人をアフリカ人以上のレベルにひ き

あげるというや り方は、少数支配者 としての白人移民の一体性 を維持 し、安価な黒人労働 を資

本のために確保す る意図的政策であったと考えられる。

両大戦間期 を通 じてこの体制 を継承 したボーア人は、「アパル トヘ イ ト」の名のもとに戦後

半世紀にわたる南アフリカの工業化過程で白人少数支配を強化 してきた。南アフリカ経済は、

単純な経済の論理だけでコン トロールされるものではなく、社会的諸勢力がヘゲモニーを求め

る 「中心形成」原理によって支配される政治闘争の場であった。市場経済ないし資本主義をあ

たかも自由 と平等 と同義にみるりベ ラルのレ トリックでは、南アフ リカの現実は見 えてこない。

(Fine,B.&Rustomjee,Z.1996:121-146)

南アフ リカ国家の白人少数支配は、人種差別に裏書された民族的抑圧 と移民の植民地支配に

起源 を有す る階級的抑圧にささえられ、軍 と警察に囲まれたタウンシップの状況にみられたよ

うに、国家権力の非常時的発動 を常態とする。言い換えれば、それは、問題がおこればマシン

ガンとリボルバーで決着をつけようとする体制であった。(北 川1994年:49-54)

(b)経 済制裁からポス ト・アパル トヘイ トへ

ところで、1986年 から87年 にかけて南アフリカに対する経済制裁が強まり、外国企業の引き

揚げが続いた。フランスのファビウス首相 は、1985年7月24日 、南アフ リカ経済制裁案(7月

25日 から新規投資の停止、国連の安保理事会に南アフリカ非難i決議の提案、郵便 ・通信 ・航空

会社のボイコット、駐在南アフ リカ大使 ピエール ・ボワイエの更迭)を 発表 した。 さらに9月

10日のアメ リカによる南アフ リカ経済制裁に続いて、イギ リスを除 くEC9力 国は、石油 ・武

器などの禁輸措置を発表 した。 日本では、1985年10月9日 、安倍外務大臣談話 をもって対南ア

フ リカ追加措置がとられ、1986年9月19日 、内閣官房長官談話 というかたちで制裁措置が発表

されたのである。

このような状況の中で、1989年9月20日 のデクラー ク大統領の就任後、南アフ リカの変革は

急を告げ る。1990年2月2日 、デクラーク大統領は、国会開幕演説のなかでマンデラの釈放、

非常事態宣言の解除、非合法政治団体の解禁、政治犯の釈放 など、南アフリカの政治改革の方

向を示 した。

一方、2月11日 のマンデ ラ釈放後、ANC(ア フリカ民族会議)は 、ザンビアのルサ カで行

われた幹部会議で声明を発表し、硬軟 あわせた方針を提示 した。 こうした動 きをうけて、EC

の理事会は南アフ リカに対する新規投資の 自粛撤 回を決議する。事態は南アフ リカ経済制裁解

除へ動き出 したのである。

1991年2月1日 、デクラー ク大統領は、国会開幕演説のなかで、人口登録法を含むすべての

アパル トヘ イ ト関連法を今年中に撤廃すると明言するとともに、「新生南アフリカ国家宣言書」
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を発 表 した 。 一 方 、5月18日 、ANCは 、政 府 に 対 して 「暴 力 を抑 圧 し な け れ ば 制 憲 予 備 交 渉

を停 止 す る」 と通 告 し、 ま た 、7月2日 か ら7日 ま で行 われ たANC全 国 大 会 で は 、 マ ン デ ラ

議 長 、 シ ス ル 副 議 長 、 ラマ ポ サ 事 務 局 長 、 ヌ ゾ副 事 務 局 長 とい う陣 容 が と との え られ た 。 日本

政 府 も、1991年6月21日 、 文 化 交 流 と渡 航 の制 限 を解 除 す る こ とに した が 、 投 融 資 禁 止 は 継 続

す る こ と と した 。 次 い で、10月22日 、 日本 政 府 は 、 閣議 で 南 ア フ リカ経 済制 裁 の 即 時 解 除 を決

定 す る。 日本 の制 裁 解 除 に 対 し て は 、 南 ア フ リカ各 界 の 賛 否 両 論 が 聞 か れ た。(川 端 ・佐 藤 編

1994年:172-173)

か くして 、1993年 は、 南 ア フ リカ政 治 の 前 線 に お い て 重 要 な 突 破 が み られ た一 年 とな る。 ま

ず 、 多数 政 党 間 の 交 渉 過 程 を経 て、1994年4月27日 が 南 ア フ リカ の 最 初 の 非 人 種 的 民 主 的 選 挙

の 行 わ れ る 日 と な っ た。 南 ア フ リカ の 歴 史 を こ の よ う な方 向 に 動 か し たANC議 長 ネ ル ソ ン ・

マ ン デ ラ は、 デ ク ラー ク大 統 領 と と も に1993年 度 の ノー ベ ル 平 和 賞 を受 賞 して い る。 経 済 制 裁

が 終 了 し、 外 国 投 資 を求 め る声 もANCと 南 ア フ リカ 政 府 の双 方 か ら聞 か れ る よ うに な っ た。

しか し、 反 ア パ ル トヘ イ ト闘争 は 、 ク リス ・ハ ニ(4月10日)と オ リバ ー ・タ ン ボ(4月24

日)の 死 去 に よ っ て 挫 折 を経 験 す る。 一 方 、 白人保 守 党 も指 導 者 ア ン ドリー ズ ・トル ー ル ニ ヒ

トの 死 去 とい う損 失 を経 験 した。 この よ う に1993年 は 、 南 ア フ リカ に とって 「興 奮 の 一 年 」 で

もあ っ た。

南 ア フ リ カ の アパ ル トヘ イ トは 、公 式 に は、1993年11月17日 、非 人種 的 憲 法 が 承 認 され 、350

年 に わ た る 白人 少 数 者 支 配 の死 が 宣 告 され た 時 に 終 わ っ た 。 数 週 間 後 の12月7日 、 暫 定 執 行 評

議 会(TEC)に は じめ て 黒 人 が 席 を 占め る。 この よ う な 歴 史 を 画 す る解 決 は、 国 民 党(NP)

とANCを は じめ とす る南 ア フ リカ 各 階 層 の三 年 半 に わ た る議 論 の 結 果 で あ っ たが 、 南 ア フ リ

カ の 行 く手 は、 残 念 なが ら、 予 断 を ゆ る さ な か っ た。 ア フ リカー ナ ー ・フ ォ ル クス フ ロ ン トは 、

選 挙 を ボ イ コ ッ トし よ う と して い た。 イ ン カ タ 自由 党(IFP)の 指 導 者 、 マ ン ゴ ス トゥ ・ブ テ

レ ジ も4月27日 の 選 挙 を拒 否 して い た が 、 しか し、 よ うや く4月19日 に な って選 挙 参 加 に 同 意

した 。 デ ク ラ ー クは 、 ソ ウ ェ トの 中心 部 に事 務 所 を構 え 、 元ANCの ベ ロ ン ダ ・バ ン ダ を代 表

に 任 命 す る な ど、 党 の イ メー ジ を変 え よ う と して い る。 しか し、 ア パ ル トヘ イ トを発 明 した 政

党 に とっ て 、 これ は 至 難 の こ とで あ ろ う。ANCは 、 投 票 の50%と200議 席 を狙 い、200人 の 候

補 を あ げ た 。 そ の なか に は 、 マ ン デ ラ を筆 頭 に、 シ リル ・ラ マ ポ サ 、 タボ ・ム ベ キ、 ジ ョー ・

ス ロ ボ、パ ロ ・ジ ョー ダ ン の名 前 が 見 られ る。ま た、66人 の女 性 候 補 の なか に は 、ア デ レイ ド ・

タ ン ボ 、ギ ル ・マ ー カ ス 、ミ リア ム ・マ ケ バ な どが お り、身辺 に とか く うわ さ の 多 い ウ イニ ー ・

マ ン デ ラ も31番 目に あ げ られ て い た 。

3新 生 南 ア フ リカ の 誕 生=21世 紀 の サ ク セ ス ・ス トー リー に な る か

南 ア フ リ カ の現 在 を冷 静 に み つ め 、 将 来 を予 測 す る こ とは 著 し く困 難 な こ とで あ る。 南 ア フ

リカ で 生 じて い る 「革 命 的 」 と もい え る運 動 が 長 続 きす る こ とを願 わ ず に は い られ な い 。 そ れ

は、 将 来 の 不 安 が 取 り除 か れ る こ とか ら得 られ る幸 福 を期 待 す る よ り も過 去 の不 正 の 経 験 か ら

生 ま れ た怒 り を どれ ほ ど 多 くの 人 々 が持 ち続 け るか とい う こ とに か か っ て い る。 不 正 を忘 れ な

79



い こ とが 人 々 の 精 神 を寛 大 に し、 変 革 を可 能 にす るの で は な い だ ろ うか 。

(a)マ ンデ ラ政 権 一 周 年

さ て 、 反 ア パ ル トヘ イ ト闘 争 の 過 程 で 直 面 した 多 大 な 困難 を克 服 して 、1994年4月 に は、 南

ア フ リカ で最 初 の 非 人 種 的 民 主 的 選 挙 が行 わ れ た 。 この 選 挙 は 、 比 例 代 表 制 の も とで 、 全27政

党 に よ っ て 闘 わ れ た の で あ る。 主 要 政 党 は 、 ア フ リカ民 族 会 議(ANC)、 国 民 党(NP)、 イ ン

カ タ 自由 党(IFP)、 自由 戦 線(FF)、 民 主 党(DP)、 パ ン ・ア フ リカ ニ ス ト会 議(PAC)で

あ っ た 。 選 挙 は 、 平 静 の うち に お こ な わ れ 、2270万 人 の 有 権 者 の う ち で86%が 投 票 した 。 選 挙

の結 果 、 国 民 議 会 で はANCが252議 席(62.6%)、NPが82議 席(20.4%)、IFPが43議 席(10.5

%)を 獲 得 した 。(カ ッ コ 内 は得 票 率)暫 定 憲 法 の 規 定 で は、 下 院 第 一 党 か ら大 統 領 、 第 二 党

お よび20%を こ え た政 党 か ら副大 統 領 を迎 え、5%を こ え たす べ て の政 党 か ら 閣僚 を出 す こ と

に な っ て い た 。

5月9日 、最 大 得 票率 を得 たANCの マ ンデ ラ が新 生 南 ア フ リカの 初 代 大 統 領 に 選 出 さ れ、

暫 定 憲 法 の 規 定 に した が っ て複 数 大 統 領 制 を と り、 第 一 副 大 統 領 に タ ボ ・ム ベ キ、 第 二 副 大 統

領 に デ ク ラー クが 就 任 し た。5月10日 の マ ン デ ラ 大統 領 就 任 の 際 、 閣僚 の 配 分 は、 下 院 で5%

以 上 の議 席 を獲 得 した 政 党 か ら議 席 数 に 応 じて、ANC18、NP6、IFP3と な り、1999年 ま で

の 国民 統 一 政 府(GovernmentofNationalUnity:GNU)が 樹 立 さ れ た 。 こ う して 新 生 南 ア

フ リ カ の一 歩 が 記 され た の で あ る。 州 議 会 で は 、 ク ワ ズ ー ル ー ・ナ タ ー ル 州 でIFPが 、 西 ケ

ー プ 州 でNPが 首 位 を獲 得 した が
、 残 りの7州 で はANCが 勝 利 をお さ め た。 選 挙 で勝 利 を お

さめ た各 党 の実 力 者 が州 知 事 に就 任 す る こ とに な って い る。(林1994年:7-8)

と こ ろ で、 南 ア フ リカが ア フ リカ独 立 後 の 歴 史 に 学 ぶ べ き もの は 多 い 。 独 立 ま もな い こ ろ、

権 力 を握 り、 自 らの た め に 富 をか き あつ め る支 配 集 団 の こ と を、 人 々 は 、 「ワベ ン ジWabenzi」

(ベ ン ツ に 乗 る人)と よ び 、 「独 立 の 成 果 を くい もの に して い る」(Wanatafunamatundaya

Uhuru)と い っ た。 独 立 後 、40年 を経 て、 「ワ ベ ン ジ」 に よ る 「開 発 の40年 」 を み て き た 人 々

は、 支 配 集 団 が 「独 立 の 成 果 を くい つ ぶ す と、 今度 は独 立 そ の もの を くい つ く して い る」(Kwa

KuwamatundayaUhuruyameisha:WanatafunaUhuruwenyewe)と さ さや くよ うに な っ

た。 ア フ リカ の 独 立 に た め に 闘 っ た ア フ リカ 人 ナ シ ョナ リス トの 最 後 の 世 代 に属 す る ジ ャ ラモ

ギ ・ア ジ ュ マ ・オ ギ ンガ ・オ デ ィ ン ガ が 、1994年1月20日 、82歳 の 生 涯 を終 え る2日 前 、ANC

の マ ン デ ラ に 「ウ フ ル の 闘 い」 の 継 続 を訴 え る手 紙 を送 っ て い た。 海 図 の な い海 に 南 ア フ リカ

とい う国 家 を操 っ て い くマ ン デ ラに とっ て 、 オ ギ ンガ ・オ デ ィ ン ガ の 支 援 は は か り しれ な い ほ

ど心 の支 え に な っ た こ と で あ ろ う。

1994年4月27日 の制 憲 議 会 選 挙 実 施 の 日は 「自由独 立 の 日」(FreedomDay)と 定 め られ た。

マ ン デ ラ大 統 領 は、1995年4月27日 の 木 曜 日、 全 人種 参 加 選 挙 の 記 念 式 典 で、 プ レ トリア の ユ

ニ オ ン ・ビ ル デ ィ ン グ の外 に 集 ま っ た1万 人 の 南 ア フ リカ 人 に 対 し て、 「こ の 一 年 、 わ れ わ れ

は悲 観 論 者 の期 待 を裏 切 っ て きた 」 と皮 肉 を ま じ え新 政 府 の実 績 を訴 え た。(SAPEMMarch

1994:72)

一 年 前 の こ の 週
、 南 ア フ リカ は 白人 支 配 か ら解 放 され た地 上 で最 後 の 国 とな っ た 。 南 ア フ リ
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力においては自由の最初の一年の成果はアフ リカ大陸の他の国でのほろ苦い成果 とくらべてみ

れば、「いまなお発展 しつつある奇跡」 とよんでいいか もしれない。人種間の戦争 も、民族間

の戦闘もなく、内乱もなかった。経済は、 この十年のうちでどの一年よりもはや く成長 した。

政治は、動揺 していたものの安定的であった。政府は、選挙運動 中の 「すべての人々によりよ

い暮 らしを」 とい う公約 を果 たすには緩慢であったにせよ、世界の人々のモラルのかが り火で

あり国内の英雄である大統領に率いられたことは幸いであった。一年 というものは、驚 くべ き

速さで過 ぎる。南アフリカ人が、アパル トヘイ ト体制 として知 られる半世紀にわたる人種差別

機構の残 した不平等を縮めようとする願望 と比べ ると彼らがこの一年で自由を得 た速度は驚異

的だろう。

政治的暴力は、南アフ リカの最初の選挙以来三分の二に減少 した。 しかし、長期的にみれば

犯罪の芽は残 っている。貧 しい若者の大量失業、世界レベルの貧富の差、銃 とギャングの横行

などである。反アパル トヘ イ ト闘争の ときに讃えられた反社会的行為の記iBも 人々の心 を複雑

にしている。南アフ リカは500万 人の白人マイノリティが経済 を牛耳 り、3200万 人の黒人マジ

ョリティが政治を行 う国になった。両者は、3世 紀にわたる抑圧 と披抑圧の生々 しい歴史を記

憶に止めている。これも、す ぐには人の心の中では変わ りそうもない。

年率3%の 経済成長では、南アフリカ経済は、毎年 目にみえて労働市場に入って くる不熟練

な黒人に仕事 を確保することはできない。 しかも、アパル トヘイ ト時代の遺制(黒 人教育の差

別)の ために黒人労働者は、識字能力が低 く、生産性 も低い。ひとによって評価は異なるが、

黒人の失業率 は33%と も50%と ともいわれている。政府は、最初の5年 間で100万 戸の住宅 を

建設すると公約 しているが、それだけでは急増する住宅需要においつかない。700万 人、全黒

人の四分の一は掘 っ立て小屋やス クォッター ・キャンプに暮らしているのが南アフ リカの現実

なのである。

マンデラは、 もっと長期的な展望にたって、次のように指摘する。「政府は、新 しい学校教

育計画や貧民のための無料医療衛生計画 をもっている。」また、彼は 「一夜に して自動車や仕

事や住宅 を支持者に約束 した覚 えはない」 ことを思い起 こさせた。

一方、懸念の声 も聞かれる。マンデラの人気は群 を抜いて高いために、かえってその後継者

の出現 を困難にするか もしれないのではないか。 また、マンデラの名声に隠れて、新政府はア

パル トヘ イ ト時代か ら残 された社会的負債 を除去するのを急がないのではないか。初年度予算

で も貧困者のためのプ ログラムに政府支出の3%し か再分配されていないし、教育費は減少し

ている。担当大臣であるジェイ ・ナイ ドーに対 しては 「あらゆることを担当しながらまだ何 も

していない大 臣」 との批判が聞かれる。

ひとつの重要な問題は、人々の信ずるにたる合法的な地方政府をどのようにしてつ くるかで

ある。 どんな小さなプロジェクトをおこな うにも違 った立場の人々の要求 を処理 しなければな

らない。南アフリカには、内か ら下か ら地方か らの支えが何 よりも望 まれている。11月1日 に

地方選挙が予定されているが、それが遅れたとして も、人々の納得のい くかたちで地方政治が

実現 され ることを期待 したい。

最 も神経質になっているのは、黒人のエ リー ト達(中 流階級)で ある。彼らは、中級の政府
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官僚、中小企業家、会社の訓練生、熟練職人な どであって、今なお、白人の支配する世界で道

を切 り開こうとする人達である。政府は、黒人の経済力を強め るためにアファーマティブ ・ア

クションを立法化すべ きだ、 と主張する。 白人 も、 自らだけで大衆をコン トロールできないこ

とを悟っているし、かれらにかわってそれがで きる黒人 と協力す る用意がある、 という。とは

言 うものの、そういう考 えは、黒人多数支配への移行において白人を有利にして しまいかねな

い との批判がある。アフリカ独立40年 、アパル トヘイ ト100年の歴史に照 らして考えてみれば、

黒人エ リー ト層は 自らの身の置 き所 をどこに定め るべ きか思い悩む ところもあるのではないだ

ろうか。そ ういえば、現在、南アフリカでは次第に 「アマン ドラ」、「キエーツ」 という合言葉

が聞かれな くなっているという。かつての 「コムラ ド」がエ リー ト層 として社会の梯子段 をの

ぼってい くか らであろうか。

(b)マ ンデラ政権の直面する問題

ところで、南アフ リカの東ケープ州ポー トエ リザベスの一角にいわゆるソウェ ト・オン ・シ

ー(Soweto -on-sea)と いわれるところがある。選挙後一年が経過 し、経済変化がおこ りつつ

あるが、その速度はおそ く、かならず しも目にみえるようなものではない。た しかに、国民統

一政府の実験の一年で、黒人は夕方のテレビニュースをみた り、黒人タウンシップの警官 と冗

談をとばしあったり、 ラグビー ・ゲームの応援歌が 「ヌコシ シケレリ アフリカ」になった。

しか し、極貧にある南アフリカ黒人にとって、政治変革は昔から聞 き飽 きたニュースである。

最底辺の南アフ リカ人に とっては、目の前で自分達の暮 らし向きが大 きく変わるのを見ること

がなければ、や は り新政府は信用できないであろう。1995年 は、マンデラ政権にとって、「公

約実現の一年」 となるであろう。

マンデラ釈放5年 、大統領就任一年で、白人少数支配を転覆 したのと同 じくらい大変な問題

に新生南アフ リカ政府は直面 している。 もし国民統一政府がアパル トヘ イ トの遺制 を払拭 し、

経済格差 をうめようとするならば、いわゆる 「アジアの龍」 と同 じくらいの成長率 を達成 しな

ければならない。 しかも、国民統一政府は相互の意見の対立を乗 りこえ、憲法制定にむけて合

意をとりつけなければならず、新 しい民主主義 を確立 しなければならない。新政府はいわば南

アフリカの 「社会革命」を取 り仕切 っていかねばならないのである。 もしこれにうまく対応で

きない場合、マンデラ政権は政党政治の緊張に耐 えることができるのだろうか。11月 の地方選

挙であろうと1999年 の総選挙であろうと、 これまでの世界史においてごくわずかの国しかその

ように複雑 な政治経済の移行 をうまく乗 り切 った ところはない。マ ンデ ラは、「南アフ リカが

なしえたことを達成 した国などない」 と言い切っている。

はたして南アフ リカは、これからもうまく苦境 を乗 り切 ることができるだろうか。前途に横

たわる気の遠 くなるほ どの仕事のなかで、失業にまさる難題 はないであろう。現在470万 人の

南アフ リカ人には仕事がない。 その うちで半数は30歳 以下である。 これらの人々は、1976年 の

「ソウェ ト蜂起」の世代に属する。アフ リカーンス語教育の強要 を拒否 した世代は、いま、 自

らの教育をもっとも必要 としている世代になっているのだ。30歳 以下のものは労働力の30%を

占めている。毎年40万 人が学校 をはなれ、職をもとめて労働市場にあらわれる。現在の失業率
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水準をひき下げ、 しか も労働市場への新規参入者を吸収 しようとすれば、8な いし10%の 成長

率が必要である。 これは、 もっともうまくいっている経済でも至難の技である。まして、南ア

フリカの半世紀にわたるアパル トヘイ ト政策 と経済運営の失敗を考えればなおさらその困難さ

をひしひしと感 じる。

もしか りに南アフ リカが競争著 しい世界経済で成功 し、緊急に必要 としている投資を引 き付

け、黒人の期待に応えようとするならば、「南アフリカ経済のエ ンジンの根本的な整備」が必

要 とされる。政府は、慎重 な財政運営 によって、1995-96年 度には赤字 をGDPの6.4%か ら5.

8%に 下げようとしている。昨年の成長率は、2.3%で 、1995年 には3%が 期待 されている。 と

は言え、10%の インフレ率は懸念材料である。最近の経済改革のアジェンダでは、アフリカを

リー ドす る航空会社 を含めた民営化計画、国有のテル コム(TELKOM)の 一部売却、旅行社

ブーム、 コングロマ リットの分解、EUと のロメ協定の利益は、一定のインパ クトを与えるも

のであった。また、南アフ リカに とっては、1500億 ドルのGDPと1億3000万 の人口を有す る

南部アフ リカ市場へのア クセスは魅力的であろう。

この一年で南アフ リカは1984年 以来は じめて外 国資本の受取国 となった。た とえば、FORD

とIBMは 以前の子会社 を再買収 した。新投資企業 としては、ELECTRONICDATASYSTEM、

APPLE、MICROSOFT、PEPSI、PROCTER&GAMBLEな どの顔が見 られ る。その他 には、

スウェーデンのASABROWNBOVERI、 ドイツのSIEMENSとBMWが あげられる。これ

らの動向は南アフ リカ経済に とって重要だが、直接投資はまだ不充分である。多 くの投資家が

投資をひか えているのは、生産性の低 さと労働市場の硬直性の克服、経営の効率化、自由貿易、

貯蓄率の上昇、為替管理の緩和 など投資環境の好転を待 っているか らである。

政治面 も南アフ リカの投資環境に影響す る。それは、 どの程度中央政府が9つ の州議会 に権

限を委ね るかである。いわゆる 「ローカル ・イニシャティブ」の問題である。 クワズールー ・

ナタール州 をめ ぐるマンデラとブテレジの確執が不安定要因とみ られることも多い。学校が統

合 され、電気が各 タウンシップの家庭に ともって も、黒人の期待を充たすことを犠牲にして白

人の信頼 を保持 しようとすればポピュ リス トの政治家はたちまち事 をおこすであろう。アパル

トヘイ ト時代の終わ りにみ られた南アフ リカ人の行動(看 護婦 と学生のス トライキやデモ、家

賃ボイコット)も 懸念材料 ととられかねない。また、実業界が南アフ リカ黒人の権限強化 に難

色を示 し、新興特権階級ないしブラック ・ビジネスとの関係のありかたが行 き詰 まり双方の利

益に固執す るようなことにでもなれば、経済改革は停滞する。

マンデラの挑戦は、実にジレンマのなかにある。かれはラディカルな経済プログラムを実行

できるのであろうか。また、新 たに選挙権 をもったひとたちを 「短期的な結果の苦痛は長期的

な利益になる」 と首尾よ く説得 できるだろうか。 もしこれができなければ、東アジア諸国なみ

にな りたいという願望 は空頼みにおわって しまうか もしれない。

4新 世 紀南ア フ リカ経済の 目標

アフリカ諸国は、21世 紀にむけてどのような政治 と経済の枠組を形成すべ きなのか。あるい
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は ア フ リカ 諸 国 間 の 国 際 関 係 だ け で な くア フ リカ と非 ア フ リカ世 界 との 関係 を ど の よ うに つ く

りあ げ て い くべ きな の だ ろ うか 。 これ は 、 ひ と りア フ リカ に 限 っ た もの で は な く、 日本 も欧 米

諸 国 も取 り組 ん で行 くべ き課 題 な の で あ る。 しか し、 よ く考 え て み る と、何 よ り もア フ リカ諸

国 の経 済 再 建 が 最 優 先 課 題 とな るは ず で あ る。

さ て 、 ア フ リ カ民 族 会 議(ANC)は 、1994年 の選 挙 に む け て社 会 経 済 政 策 を選 挙 公 約 と し

て発 表 した 。 こ れ が 「復 興 開 発 計 画 」(RDP)で あ る。 マ ン デ ラ 政 権 誕 生 後 、1994年9月 に は、

RDP白 書 が 公 表 さ れ て い る(1)。

このRDPは 、1955年 の 「自由 憲 章 」 の 精 神 を継 承 し、 国 民 党 政 権 の 経 済 政 策 に 対 抗 す る政

策 枠 組 を論 じ た もの で あ っ た。ANCは 、 各 種 団 体 との意 見 調 整 を お こ な い な が ら、 ポ ス ト ・

アパ ル トヘ イ トの南 ア フ リカ社 会 の 建 設 理 念 を議 論 して きた。 そ れ らは 、 南 ア フ リカ社 会 の統

合 と民 主 化 、 貧 困 の解 消 、 基 本 的 ヒ ュ ー マ ン ・ニ ー ズの 保 障 、 人 的 資源 開 発 の 促 進 、 民 主 的 国

民 経 済 の 建 設 で あ る。 これ らに つ い て は す で に 国 民 的合 意 が得 られ て お り、 な に び と も異 論 を

唱 え る も の は な い と考 えて よ い 。

これ に 先 立 つ1970年 代 後 半 以 降 、 経 済 政 策 の 改 革 を求 め る議 論 が 南 ア フ リカ財 界 、 南 ア フ リ

カ経 営 会 議 所(SACOB)か ら出 され て い た。 そ こ で、 当 時 の 国 民 党 ボ タ政 権 は 、 政 府 の 経 済

計 画策 定 機 関 た る経 済 諮 問 協 議 会(EconomicAdvisoryCouncil)を 民 営 化 した。 この 協 議 会

か らは 、1986年 に は 「長 期 経 済 戦 略 」 と して 、 自由 主 義 的 な 市 場 指 向 型 経 済 の建 設 が 勧 告 され

た 。 さ ら に デ ク ラー ク政 権 の下 、1993年 に は、 キ ー ス大 蔵 大 臣 に よ っ て 「南 ア フ リカ経 済 の再

構 成:規 範 モ デ ル ア プ ロー チ 」(TheRestructuringoftheSouthAfricanEconomy=Norma-

tiveEconomicModel:NEM)が 発 表 され て い る。

この 南 ア フ リカ政 府 の 政 策 は 、 「市 場 に委 ね よ」 とい う点 につ き る。 政 府 の 役 割 は 、 「市 場 の

機 能 し な い 領 域 に お け る積 極 的 か つ 効 率 的 介 入 」 に 限定 され て い る。 つ ま り、 そ れ は教 育 、 職

業 訓練 、 公 衆 衛 生 、 交 通 網 な ど イ ン フ ラ ス トラ クチ ャー の 提 供 と農 村 ・都 市 の不 良 住 宅 へ の 支

援 、 零 細 企 業 へ の 支 援 で あ っ た。 た だ し、 所 得 の 顕 著 な格 差 や 資 源 の ア クセ スへ の 不 平 等 に は

全 く言 及 され て い な い。

南 ア フ リカ の 民 主 化 過 程 で、 南 ア フ リカ 労 働 組 合 会 議(COSATU)は 、 産 業 戦 略 プ ロ ジ ェ

ク ト(ISP)の 研 究 プ ロ ジ ェ ク トを発 足 させ た。 こ の プ ロ ジ ェ ク トは、 経 済 傾 向 グ ル ー プ(ETG)

の 研 究 者 た ち に よ っ て実 施 され 、 この 研 究 成 果 がANCの 経 済 政 策 に組 み 込 まれ た の で あ る。

NEMに 対 してANCは 、 マ ク ロ 経 済 研 究 集 団(Macro-economicResearchGroup:MERG)

を組 織 し、 「民 主 主 義 を機 能 させ る た め に:南 ア フ リカ に お け るマ ク ロ経 済 政 策 枠 組 」(Making

Democracywork:aFrameworkforMacroeconomicPolicyinSouthAfrica:MERG)を

公 表 した 。 南 ア フ リカ の 経 済 政 策 論 争 は、 この 両 者 の 報 告 を め ぐっ て今 日に い た る まで 展 開 さ

れ て い る 。(Fine,B.&RustomjeeZ.1996:208-237)

(a)「 復 興 開 発 計 画 」(RDP)を め ぐ る論 争

RDPの なか に は 、国 民 統 一 政 府 が 取 り組 む べ き課 題 が 目 白押 し に な って い る。 まず 、MERG

報 告 で は 、RDPの 目標 経 済 成 長 率 を5%と し、 南 ア フ リカ経 済 は1997年 以 降 成 長 軌 道 に の る
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もの と考えられている。

RDPの 雇用政策 の柱 は、い うまでもな く大規模公共事業である。住宅、教育、衛生、水供

給、道路などの分野に公共投資を行い、労働集約型技術 を用いて農村の貧困な若年層や婦人に

雇用機会 を提供す るというものである。 この公共事業に必要な年間投資額は、政府歳出の9%、

GDPの2.7%に あたる。

RDPで は、今後5年 間で100万 戸の低価格住宅 を建設する計画になってい る。MERG報 告

では、従来の補助金政策や住宅金融政策にかわって、公共部門による低所得者用賃貸住宅の建

設が必要であると論 じられた。一年間で10万 戸、60億 ラントの投資が必要 となる。これはちょ

うどRDPで は総予算の5%に 住宅関連支出 を増額するの と符合 している。

また、国民に就学機会 を保障するために、RDPで は10年 間義務教育制の確立をあげている。

アフリカ人児童の20%を 収用して きた農場学校(政 府補助をうけて農場主が経営)の 質が悪 く、

全国同一 レベルでの義務教育を発展 させ るには、農村部での学校建設を促進することが急がれ

るか らである。

さらに、RDPに は、全所帯に一 日20ない し30リ ットルの清浄水取水口を、戸口か ら200メ ー

トル以内に設置す るとい う公約がある。 これには110億 ラン ドのインフラ投資が必要で、一万

人あた り一診療所 とい うWHOの 基準 を充 たす2000の 診療所建設には、年間3億 ラン ドが必

要である。その上、RDPの 公約では、20世 紀 中に25万 戸に配電 し、電化率 を72%に ひきあげ

ることになっている。

アパル トヘイ ト政策の結果、黒人居住地域 は、職場か ら遠 く、黒人労働者の通勤距離は長 い。

通勤道路の整備状況 も悪 く、事故が多発 している。MERG報 告では、公共交通システムの早

期導入を指摘 し、道路整備に年32億 ラン ドが必要であるとされている。

次は労働政策である。アフリカ人の知識 レベルを全体的に底上げす る必要がある。RDPで

は、一般教育、成人教育、職業訓練が強調 されている。MERGで は、成人基礎教育計画が提

案されている。 また、MERGで は、最低生活基準(月 額550ラ ン ド)の 三分の二を最低賃銀 と

すべ きであるとの提言が行 われている。これ とインフレとの関連性、雇用減少 との関連につい

ては論争がある。

また、RDPで は、「産業民主主義」が追及 された。それは、団結権、ス ト権、政府 ・企業情

報へのアクセス権を憲法で保障し、クローズ ドショップを禁止 しないとい うものである。労働

協約 を産業 レベルで締結 し全産業に遵守 させ るシステムの法制化や労働条件について経営側 と

組合側の協議が要請 されている。このように労働組合 を法的に強化することで＼組合にも経済

の運営責任 をおわせ、経済の安定性を高めようとしているのであろう。

これに加 えて、興味深いのは産業政策である。MERG報 告では、南アフリカの産業構造 を

鉱業 ・鉱産物加工業 ・エネルギー部門からなる 「広義一次部門」 とその他の製造業の 「第二部

門」を措定 し、部門間 リンケージの希薄が問題 であると考えられている。つまり、鉱業を軸 と

して形成 されて きた輸出依存型の 「広義一次部 門」が国内産業の圧倒的部分 を占め、GDPの

30%に 達する。これ以外の製造業は、保護政策の もとにあ り、GDP貢 献度 も15%で 停滞 して

いる。か くして、MERGの 産業構造論では、鉱業の前方連関部門育成 と輸出鉱産物の高付加
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価値化の必要性が論 じられることになった。

RDPで は、貧困問題の視点か ら農村開発の重要性 も指摘されている。農産物の66%が 製造

業部門の原料 とな り、農業部門の投入財の58%は 国内製造業に依存 している。 しか も、農産物

加工 業 は、著 し く労 働 集約 的 で あ る。 したが って、農 業 関連 製造 業 を 「農 工 業 複合」

(manufacturing-agriculturecomplex)と し、それに対す る重点投資が雇用問題解決への鍵 と

なる。 これ と同時に農業部門の生産性 と雇用問題の観点か ら土地再分配政策や土地返還政策 を

すすめるこ とも必要 となる。生産効率の悪い白人農家を農業経営か ら退出させ、農業生産性の

向上 と雇用創出を実現しなければならない。遊休国有地や 旧ホームラン ドの耕作適地 を利用す

る道 をひ き、優良企業 による農地取得 と農場経営の奨励で雇用創出をはかるというわけである。

しかし以上のRDPを め ぐっては、次のような論争が展開されている。(Nattrass,N.1994:

521-526)第 一に、政府の役割をめ ぐる論争がみられた。RDPで は、経済成長 と経済構造改革

を同時に進行 させねばならない と強調 されている。構造的不平等を放置して、パイの拡大のみ

を追及 して も意味 をなさない。RDPで は、政府の積極的な介入が当然の前提 となる。一方、

NEMは 、経済 自由化を推進する立場にたっている。これは、まさに資本主義の運営方法をめ

ぐるケインジアンとマネタ リス トの対立に似ている。

第二は、失業対策 と労働 問題である。NEMで は、雇用低迷の原因は、資本 と労働 の相対価

格 が資本 に有利になった結果、資本集約化がすすんだことに求め られている。労働の相対価格

を引き下げ ることで、雇用インセンティブを与え、企業別労使交渉で労働市場の弾力化 をはか

るというのがNEMの 立場 である。MERGで は、雇用は総需要 の順関数 と考 えられている。

したがって、総需要管理政策で雇用水準 をひきあげるべ きだとの主張がなされ、失業対策 とし

ては大規模公共政策が重視 されている。

第三は、 インフレーション問題 である。MERGで は、10%程 度のインフレを認めて、長期

金利2%で 経済運営にあたることが適当であると主張されているが、金融緩和でインフレが加

速すれば、逆効果になるという批判がある。NEMで は、低金利誘導は投資行動 を歪め、貯蓄

を阻害する、 と論 じられている。

第四は、RDPの ための財源をどこか ら捻出するかとい う問題である。年間100億 ラン ド、総

予算の10%を あてられ るような財政運営がはた して可能かどうかが焦点 となる。MERGで は、

総歳出を年あた り3.75%ず つ増加 しても財政赤字をや りくりで きるとい うシナ リオになって

いる。国債金利2%、 年率17%の 自然増収 を前提 とす る。NEMで は、1997年 には政府部門投

資をGDP比2.25%ま で引き上げて、経常支 出を削減する。NEMは 、海外資金導入による

インフラ建設 を推奨す るが、MERGは 、開発資金の海外調達 には慎重である。現在、有償資

金協力が どのようなかたちでRDPに 組み込 まれてい くかは不 明である。南アフ リカには、

1000億 ドルのGDPが あ り、300億 ドルの歳入がある。その うちの10%を 投下で きれば、RDP

は可能だ。新政府にとって今後の問題は、投資の振興 と労働運動に対する対応 ということにな

るであろう。
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(b)東 アジアの経験 と新世紀南アフリカ

ところで、新世紀にむけて南アフリカが どの ような準拠モデルにもとついて 「構造調整」な

いし 「工業戦略」をたてていくか、興味の尽 きないところである。かつて、COSATUは 、工

業競争力に関する国際的研究を実施 したこ とがあった。その時、「東アジアの経験」に学んで＼

政府は市場への選択的介入 と競争部 門への重点支援:が国際競争力の獲得の重大 な鍵 となると論

じられていた。

ANCの 経済政策担当者 の中に も 「東ア ジアの経験」に注 目す る者がいる。MERG報 告 の

貿易政策の中では、関税の引下げ と輸出の 自由化 を説いたあと、「輸出加工区」に該 当す る制

度の導入を主張 して、「東アジアではこうしたシステムが運営 されている」 と明 白に 厂東アジ

アの経験」に言及 している。さらに韓国を例に、加工輸出のために必要な資材 を輸入す る場合

の割 り戻 し金制度 を改正 して即時に機能させ ることが必要であるとも論 じられている。

しかし、こうした議論への関心は、一部の経済専門家が示 したのであって、一般 に広 く共有

されていたとは言えない。1994年 の選挙直前に発表されたRDPに おいて も、 またANCを 中

心 とす る国民統一政府の政策文書 として明 らかにされた1994年9月 の 「復興開発計画白書」で

も、 ことさら 「東アジアの経験」に対して言及 しているわけではない。 とはいえ、たとえば第

一次産業 と製造業の間の空白を金属加工などの奨励策によって埋めていくといった議論には、

「東アジアの経験」を強調 したエコノ ミス トたちの影響を読み とることができる。

1995年5月 の国民統一政府の発足以来、東アジア諸国の中でもマレーシアに対する関心が高

まっているようにみえる。おそらく、そこには次の ような理由が考 えられるであろう。

第一に、都市国家である香港やシンガポールの経験 が人口、面積 とも大陸国である南アフ リ

カには直ちに適用 しに くい。韓国や台湾も、今の南アフ リカの現状では発展段階が異なってい

て、直ちにはモデル となりに くい。そこでマレーシアは、南アフ リカの状況により近い現実的

なモデルとして認識され始めた。

第二に、 アパル トヘイ ト廃絶後 も、複雑な人種構成、エスニック ・グループ間の対立や矛盾

が存在 し、ナショナル ・アイデンティティの確立 という課題に直面する南アフリカに とって、

中国系、イン ド系、マレー系住民か らなるマレーシアの現状は、重要な教訓を与えうると考 え

られたのではないか。 とくに、マ レーシア国民のなかで最大多数 を占めなが ら、経済的には最

底辺におかれていたマレー系住民に対する保護政策が、南アフリカでの黒人にたいするアファ

ーマティブ ・アクションの一つの拠 り所として捉えられたか もしれない
。

第三に、 もともと天然資源や一次産品(錫 、木材、 ゴム、パームオイル)に 恵まれ、これら

の輸出によって得た富をもとに工業化 を進めたマレー シアは、輸出収入の トップを鉱産物が占

める南アフ リカと条件が共通すると考 えられた。

第四に、外資への依存度がもともと高いうえ、経済制裁解除後は再び外資導入 を進めようと

する南アフ リカにとって、独立期における英国資本の圧倒的な支配力の もとで工業化 を推進 し

たマレー シアの経験は示唆に富む。マレー シアの輸出加工区は、輸出指向型工業化の一典型 と

して認識 された。

第五 に、ASEANは 、発展途上地域での地域協力の成功例 として、南部ア フ リカ共 同体
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(SADC)や 南部アフ リカ関税 同盟(SACU)を 軸 に南部 アフ リカ地域の他の国々 との協力 を

進めるなかで経済発展 をめざそうとする南アフ リカに一つのモデルを提供 した。

ところで、東アジアの国々は自らの経験 をアフ リカへ適用することの是非 をどのように考 え

ていたのであろうか。1993年10月 、東京で開催 された 「アフリカ開発会議」では、いかなる開

発モデルも他の地域へ単純 には適用できないと断ったうえで、アフ リカの開発のために教訓 と

な りうる 「アジアの経験」 として 「指導者層及び一般国民の強いコミットメン ト」、「適切な長

期開発戦略及びそのような戦略 を一貫 して遂行するための機能的な政府行政の組合せ」 を、開

発を成功に導 く必要条件 として指摘 した。(IDCFORUM1994二2-4;FASIDREPORT1995:

31-36,39-45)

しかし、 この 「東アジア ・モデル」にはさまざな問題点がある。たしかに世界銀行によって

提示 された 「東アジアの奇跡」分析 には、(1)高 い経済的パフォーマ ンスを示 している東ア

ジア経済が現実の成功モデル として他国に模倣可能であ り、(2)成 功の鍵が世界銀行 の構造

調整で提示 された 「市場志向アプローチ」である、 とい う仮定に基づいている。 ところが、そ

れ ちの仮定は、まさにクライアン トを拘束する巨大かつ複雑 きわまりない組織 としての世界銀

行が外部か らの影響 をまった く考 えることな く自ら捏造 した 「ヴァーチャル ・リア リティ」に

他ならない。 しか も、そうした構造調整プロジェク トを実施す る世界銀行の官僚には、「ヴァ

ーチャル ・リア リティ」が批判 され ることな く受け入れ られている。なぜ ならば、(1)開 発

論における経済学の支配、(2)現 場経験よ りも学問的ディス コー スを優位 とする傾向、(3)

アングロ ・アメリカン的視点への固執、が官僚の間では揺 るぎないものになっているか らであ

る。か くして 「東アジアの奇跡」の分析は、アングロ ・アメリカン的視点 と 「ヴァーチャル ・

リア リティ」のフィルター を通して純化 されてしまっているのである。ここに新古典派的 ピュ

ー リタニズムが顔 を出す。

思い起 こせば、1980年 代以降のアフ リカ諸国の構造調整は、1990年 代 中葉にはアフリカの政

治経済を一変させた。経済 自由化は一貫性を欠き、不完全ではあったが、アフ リカの内側から

の動 きもあって政治の自由化が進んだ。今度は、 これが経済改革にもインパ クトを与えたので

ある。構造調整の経済学の立場からは、国家の 「中心性」 という古い前提 は国家の 「周辺性」

という新 しい認識によって覆された。それに加えて、単一政党、利益集団、準国営 というアフ

リカ諸国の古典的構造は、複数政党、市民社会、市場経済 と規制緩和にかわっていった。 とこ

ろが、この コンディショナ リティは、不平等 を顕著にしたのである。国家内の階層間やセクタ

ー問で、また国家間でも不平等は生 じた。少な くとも 「構造調整の比較研究」は、世界銀行 と

IMFの 一枚岩の コンデ ィショナ リティが、それぞれ相手国の歴史 と調整 「期待」の相違 を無

視 して、「東ア ジアの奇跡」が他 でも可能だ とする 「近代化の神話」 という 「仮想現実」の再

演 を強制 しただけにおわったことを明 らかにするだろう。

5新 世紀南 アフ リカにおけるブラック ・ビジネスの成長

さて、 これまで述べてきたRDPの 中には見逃せないもの として中小ブラック ・ビジネス政
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策が位置付け られている。このブラック ・ビジネスの成長 こそ現代南アフリカ経済の著 しい格

差 を正す鍵 を握っているように思われてならない。雇用の増加は、 中小企業への政府の支援 で

達成 できるはずである。そうした企業への支援の制度的枠組は、根本的に再建されるべ きであ

ろう。政府は、部門別に焦点 を定めて的確 な支援政策を決定する必要に迫 られている。このセ

クターへの支援は、政府、民間部 門それにNGOの 協力で決定され るのが最善であろう。

中小企業の主要支援領域 としては、(1)経 営面での助言、(2)法 的規制の修正、(3)マ

ーケティング、融資、インフラス トラクチ ャー と不動産へのアクセス、(4)訓 練 と適正 な技

術へのアクセスなどがあげ られる。 また、(5)企 業間協力が どの程度奨励 されるべ きか、 と

いう点 も考慮され るべ きであろう。いずれにしても、あちたな雇用 と競争を生み出す可能性 を

秘めたこのセクターの価値 を認識 し、中小企業がフォーマルな法的枠組に入るように努力する

ことが肝要である。

政府 と公営企業 は、RDP投 資から生 じる経済機会にブラック ・ビジネスが参入できる道 を

開 くべ きである。 このなかには、家具や ワイヤの販売 ・設置 ・供給、建築 とそれに関連 した製

造サービス業などがあげられる。政府は黒人企業家が製造業へ参入することを奨励 しなければ

ならない。 というのは、中小企業 を小売と流通に限定することは、 この部門の成長 と活力 を抑

えるからである。政府は、また、中小企業がフォーマル部門 との合弁事業や技術訓練に取 り組

め るような対策 も講じるべ きである。

(a)ブ ラック ・ビジネスの成長:介 入か規制緩和か

ところで、ブラック ・ビジネスの成長については、国家の経済への積極的介入あるいは規制

が認められるべ きなのか、あるいは規制 よりも市場メカニズムがふ さわ しいのか、 とい う問題

が南アフ リカでも議論されている。

南アフ リカにおけるブラック ・ビジネスの成長については、個々の成功の例か ら小規模 ビジ

ネス全体のサ クセス ・ス トー リーを無批判に類推 してはならない。ブラック ・ビジネスには、

だいたいインフォーマルな零細 ・中小事業が多い。インフォーマル部 門とは、法律や規制の枠

外で活動す る部門であると理解 され る。

1970年 代末 までは、南アフ リカの都市部 におけるブラック ・ビジネスに対 しては行政当局は

敵対的であった。ブラック ・ビジネスの拡大は、農村から都市への人口移動を促進 し、公共サ

ー ビスとインフォーマル部門の社会衛生問題が政府の負担 となると考 えられたか らである。 と

ころが、1980年 代末までには、50万 のブラック ・ビジネス、10万 のタクシー、15万 の行商、5

万の小店舗、5万 の家内工業が現れてきた。

これには 「南アフリカにおける民営化 と規制緩和」 とい う経済政策の移行 も関連 していた。

ただ、ブラック ・ビジネスに対す る態度、つまり黒人の商業活動への規制緩和は、地域によっ

て異なっていた。アパル トヘ イ ト政策の失敗 と黒人の都市への集中、それに人口増加は、イン

フォーマル部門と零細企業の制限緩和、言い換えれば都市地域での黒人の役割の再検討へ と向

かわせ たのである。

ここには、「黒人を南アフリカ政治経済の安定化要因にす る」 という認識が潜 んでいた。将
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来黒人にも職業とビジネスの機会 を認めなければ、南アフ リカ社会の不安定要因となるとい う

判断があった。言いかえれば、インフォーマル部門を、所得源、雇用源、福祉の代替 と考える

政府の態度 があった。政府はインフォーマル部門を「南アフ リカの失業 と福祉の安価な解決策」

と見たのである。すなわち、最後のサバイバル戦略 としてインフォーマル部門に生活の活路を

見つけ出した人々は、「雇用 されてお り」、 自給的で、国家の福祉責任の範囲外にあると想定さ

れることで、切捨てようというわけである。そこには、インフォーマル部門で活動 している人々

は、一時的な生活手段 としてインフォーマル部門に留 まっているのであって、職業を捜 してる

(求職中)人 々である、という都合のいい判断もはたらいていた。(Nattrass,N.&Ardington,E.

1990:217-221)

世界銀行やILOな どでも、小規模 ビジネスは、フォーマル部門よ りも労働集約的で、場合

によっては雇用創出効果があると考 えられ、この部門のグレー ドアップ と奨励が しきりに論 じ

られた。その障害 となっているのは、資本の不足、マーケッ トへのア クセス、許認可条件であ

るか ら、黒人たちにはそれ らを充足 し、企業経営の技術 を身に着けさせればよいということに

なる。

したがって、新古典派のいうように 「市場の不完全性」あるいは 「市場の失敗」のために零

細企業は資本 を入手できないのであるか ら、それならば、利子率 をあげて、零細ビジネスに融

資 しても金 融機関が リスクを補えるようにすればよい という議論がでて くる。そんなことをす

ればますます弱小企業は排除されるだけだろう。

零細なブ ラック ・ビジネスが製造業に参入するとき、大規模 白人経営 との複雑極 まりない競

争に直面す る。 「ブラック」南アフリカは 「ホワイ ト」南アフ リカと分離 して存在するのでは

ない。南アフ リカのインフォーマル部門の多 くは、小売業である。小生産者はフォーマル部門

の下請けになっていることも多い。これらの小企業は、市場の面でフォーマル企業のや り残 し

たニッチ(隙 間)を 狙 うことになるが、それは、必ず しも利益のあが る市場ではないのである。

南アフリカでは、何 よりもブラック ・ビジネスのための差別的法律 を除去することが必要で

ある。たしかに、市場 メカニズムの利点は認め るにしても、 もし自由な営業が奨励 され、中小

ブラック ・ビジネスの促進で南アフリカ経済 を活気づけようとするのなら、そのプロセスは国

家の介入(信 用面での援助)と 国家規制(独 占規制)で 指導 され保護 されねばならない面 もあ

ることを忘、れてはならない。

(b)ア パル トヘイ ト下のブラック ・ビジネス

以前から存在 した黒人企業の多くは、小規模な小売業であった。黒人の製造部門は、未発達

で、た とえば、裁縫、大工、皮細工、溶接などのような軽工業に限定 されていた。サー ビス部

門は、主 として食品提供、建築、輸送(タ クシー運転手)で あった。黒人の小売部門は数の上

では多かったが、1970年 代末でジョハネスバーグの小売業販売額の1%程 度にすぎなか ったの

である。

ソウェ ト(SOWETO)は 、最 も発展した黒人ビジネス地域であった。1980年 代中頃におこ

なわれたプ レ トリア=ウ イットウォー ターズラン ド=ヴ ァール地区の29カ 所の黒人都市の調査
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に よ れ ば 、 「グ レー タ ー ・ソ ウ ェ ト」 で 約2500の 認 可 ビ ジネ ス が あ り、行 商 、 市 場 の 売 店 、 キ

オ ス ク、 配 管 工 、 電 気 工 な ど零 細 企 業 が タ ウ ン シ ップ に散 在 して い た 。

1979年 、 カー ル トン会 議 の結 果 、 半 官 半 民 の ジ ョイ ン ト ・ベ ン チ ャ ー と して小 規 模 ビ ジ ネ ス

開 発 公 社(SmallBusinessDevelopmentCorporation:SDBC)が 生 まれ 、 産 業 構 造 に関 す る

調 査 が 行 わ れ た。 そ の 結 果 、SBDCは 、1981年2月 に1億5千 万 ラ ン ドの 資 本 金 で 設 立 さ れ 、

そ の 目的 は 、 南 部 ア フ リカ の小 規 模 ビ ジ ネ ス部 門 で企 業 家 活 動 を促 進 し、 発 展 させ る こ とで あ

っ た。 業 務 内容 は 、 直 接 融 資 、事 業 用 地 の 供 与 、 助 言 サ ー ビ ス な どで あ る。

1982年 のSBDCの 統 計 に よ れ ば 、 黒 人 居 住 区 に9000の 認 可 ビ ジ ネ ス が あ り、 そ の う ち で40

%は よ ろ ず 屋 と カ フ ェ、17%が タ ク シー 業 で あ っ た 。 製 造 業 は わ ず か564で あ っ た。 も ち ろ ん 、

こ の な か に は イ ン フ ォー マ ル 部 門 は 含 ま れ て い な い。 製 造 業 に つ い て は、1984年 末 、SBDC

が301の 黒 人 工 業 家 を援 助 して 、 都 市 の 黒 人 居 住 区 の近 辺 に12の 軽 工 業 用 地 を建 設 して い る。

これ に 先 立 っ て 、 全 国 ア フ リカ 人 商 業 会 議 所 連 合 会(NAFCOC)が 、1964年 に 設 立 さ れ た 。

この 目的 は 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジネ ス の た め の 舞 台 を用 意 し、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス を進 展 させ る た

め に 政 府 と交 渉 す る こ とで あ る。1975年 に は、NAFCOCの 構 想 の 下 、ス タ ン ダー ド銀 行(Stan-

dard)、NED銀 行(Nedbank)、 トラ ス ト銀、行(Trustbank)、 フ ォ ル ク ス カ ス(Volkskas)、

バ ー ク レー 銀行(Barclays)の 援 助 で、 ア フ リカ銀 行(TheAfricanBank)が 設 立 され た。

これ は、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス 前 進 へ の重 要 な一 歩 で あ っ た 。 同行 は 、 ジ ョハ ネ スバ ー グ、 ソ ウ

ェ ト、 プ レ ト リア 、 ボ プ タ ツ ワナ 、 トラ ン ス カ イ、 ク ワ ズ ー ル ー に支 店 を も っ て い る.(Smol-

len,R.1986:28-29)

しか し、 南 ア フ リカ で は 、 ブ ラ ック ・ビ ジ ネ ス の 発 展 は 次 の よ うな 要 因 に よ っ て 阻 害 さ れ て

い た 。 す な わ ち、 資 金 利 用 、事 業 用 地 の獲i得、 ビ ジ ネ ス 中 心 地 へ の ア クセ ス、 経 営 お よび 技 術

ノ ウハ ウ の 不 足 、 熟 練 した ス タ ッ フ と中 間 管 理 職 の 不 足 、教 育 の 欠如 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジネ ス 間

の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン ・シス テ ム の欠 如 、 な どで あ る。 南 ア フ リカ に お け る ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ

ス の 台 頭 を抑 え て き た もの は 、人種 的 差 別 、資 本 の 不 足 、法 律 的制 限 、な どの 構 造 的 要 因 で あ る。

とこ ろ で 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジネ ス の例 外 的 サ クセ ス ・ス トー リー と して 、 ブ ラ ッ ク ・タ ク シー

の 急 成 長 が あ る。 ア パ ル トヘ イ ト(1950年 集 団 地 域 法)の ため に、 都 市 部 の ア フ リカ人 は長

時 間 の 通 勤 を余 儀 な くさ れ て い た。 通 勤 距 離 の 比 較 的 短 い 場 合 に は、 「コ ン ビ ・タ ク シー 」 が

利 用 され る。1980年 代 に な っ て 目だ っ て 利 用 者 が 増 え て きた 。 それ に 応 じて タ クシ ー も増 え て

きた が 、 や は りキ ャパ シ テ ィに は 限 りが あ り、 料 金 が 高 い 。 都 市 黒 人 の 多数 は公 共 輸 送 手 段 に

た よ る だ ろ うが 、余 裕 の あ る もの は 「コ ン ビ ・タ ク シー 」 を利 用 す る。

1970年 代 末 か ら都 市 部 で の 黒 人 タ クシ ー 運 転 手 が 台頭 して き た。1980年 代 に な る と黒 人 タ ク

シ ー 運 転 手 は、 全 国 タ ク シー 組合 を組 織 し、 そ れ を 民 主化 運 動 と繋 げ た 。 す で に1959年 に は ウ

イ ッ トウ ォ ー タ ズ ラ ン ドで のSowetoOwnersAssociation、1973年 に は 、TheUnitedSoweto

OwnersAssociationが 設 立 され て い る。1981年5月 、 短 距 離 タ ク シ ー 運 転 手 の 組 織 で あ る

SABTAが 生 まれ た 。 長 距 離 タ ク シー に は 、SALDTA(SouthAfricanLongDistanceTaxi

Association)が 組 織 さ れ て い る。

黒 人 タ ク シー 業 の 転 換 点 は 、1978年 に 「コン ビ ・タ ク シー 」(8人 乗 り)が 認 め られ た 時 で あ
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る。1980年 代 に 入 り、 民 営 化 と規 制 緩 和 の 流 れ の な か で、16人 乗 りの 黒 人 タ ク シー が 認 め られ

た。 こ うな る と黒 人 タ ク シー の 営 業 をめ ぐっ て さ ま ざ ま な 問題 を ク リア し なけ れ ば な ら な くな

る。 た とえ ば 料 金 問 題 、 タ ク シー を め ぐる犯 罪 、 バ ス輸 送 との 競 争 な どで あ る。

現 在 、 黒 人 タ ク シー 業 は、1年 で8億 リ ッ トル の 石 油 を購 入 し、350万 個 の タ イ ヤ を 購 入 し

て い る だ け で な く、4大 自動 車会 社(ト ヨタ 、 日産 、 フ ォ ル ク ス ワー ゲ ン、 ユ ニパ ー ト)に10

億 ラ ン ド以 上 の 利 益 を もた ら し て い る。 「コ ン ビ ・タ ク シー 」 も、30億 ラ ン ドの 投 資 、30万 人

の雇 用 を創 出 して い る。

SABTAは 、 黒 人 ドラ イ バ ー に新 車 、 タ イ ヤ 、 修 理 部 品 を割 引 価 格 で 提 供 し、 有 力 銀 行 と

協 定 し て、 代 金 の20%を 払 い 込 め ば新 車 を購 入 で き る道 を開 い た。 ま た 、SABTAは 、 ユ ニ パ

ー ト と協 定 で スペ ア を50%割 り引 き で 買 え る よ うに した 。 トヨ タ 自動 車 は、 毎 月300台 の 「コ

ン ビ ・タ ク シ ー 」 をSABTAに 販 売 、 日産 は 月 間100台 を販 売 して い る。

'
この よ う な ビ ッ グ ・ビ ジネ ス と黒 人 タ ク シー 業 の連 携 は 、 決 して バ ラ色 で は な い 。 タ ク シー

業 の 信 用 問 題 と長 時 間 労 働 の 問 題 が あ り、SABTAの 車 の60%は ま だ 白 人 所 有 だ か らで あ る。

(Nattrass&Ardington1990:207-212)

(c)ポ ス ト ・アパ ル トヘ イ トの ブ ラ ッ ク ・ビジ ネ ス

とこ ろ で 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス の 発 展 の た め に は 、 そ の 条 件 が 整 備 さ れ ね ば な らな い 。 南 ア

フ リカ 経 済 の な か で ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス を 強化 して い くため に は 、(1)フ ォ ー マ ル な 黒 人 企

業 の 数 を増 加 す る こ と、(2)黒 人 企 業 の 平 均 規 模 を大 き くす る こ と、(3)黒 人 企 業 の 部 門 間

バ ラ ン ス を た もつ こ とが 、 必 要 と され る。 さ らに 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス が 発 展 す るに は 、 製 造

業 部 門 の 強 化 や ビ ジ ネ ス 中心 地 との コネ ク シ ョン も必 要 で あ る。

そ れ だ け で な く、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス の 発 展 に は、 次 の よ う な 点 が あ げ ら れ る。(1)法 律

上 の 障 壁 と行 政 上 の 抑圧 の 解 除 をふ くむ ビ ジ ネ ス 環 境 の変 革 、 社 会 的 ・政 治 的 環 境 に お け る構

造 的 抑 圧 の 除 去 、(2)企 業 家 気 質 の 開 発 、(3)金 融 、 土 地 、 経 営 、 助 言 サ ー ビス 、 訓 練 、合

法 的 カ ウ ン セ リ ン グ、 マ ー ケ テ ィ ン グ な ど、 資 金 と ノ ウハ ウ の供 与 、(4)小 規 模 ブ ラ ッ ク ・

ビ ジ ネ ス と 巨大 白人 企 業 との 連 関 を は か る こ とで 、 建 築 ・衣 料 ・自動 車 産 業 な どの 基 軸 産 業 で

の ブ ラ ッ ク ・ビ ジネ ス ・セ ク ター の 開発 、 な どで あ る。

ご く最 近 に い た る ま で南 ア フ リカ で は 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジネ ス な ど とい う言葉 は 、 ひ ろ く聞 か

れ る こ とは なか った 。 都 市 部 で 不 動 産 を所 有 す る こ とが禁 止 さ れ 、 技 術 訓 練 も ま と もに 受 け ら

れ ず 、 資 本 も事 実 上 獲 得 で き なか っ た ため に 、 黒 人 に と っ て 唯一 の 資 本 主 義 へ の 道 は 、 労 働 者

に な る こ と で あ った 。 現 在 、 ブ ラ ッ ク ・ビ ジ ネ ス は南 ア フ リカ実 業 界 で は 流行 語 とな って い る 。

最 近 、 南 ア フ リ カ経 済 の成 功 は、 黒 人 中産 階 級 の 力 強 い 成 長 を必 要 と して お り、 そ れ は こ の よ

うな 新 た な ビ ジネ ス の発 展 に よ っ て創 り出 され る の だ とい う認 識 が 広 ま っ て い る。(Heilman,

B.&LucasJ.1997:141-147)

この プ ロ セ ス は あ る程 度 進 ん で い る。 マ ン デ ラ釈 放 後5年 、 ジ ョハ ネ スバ ー グ証 券 取 引 所

(JSE)で は、 黒 人 の 経 営 す る10企 業 が 上 場 され た。 合 計40億 ラ ン ドで あ る 。 しか し、 こ の金

額 は、JSEの 上 場 資 本8350億 ラ ン ド と比 較 す れ ば 、 微 々 た る もの で あ り、 黒 人 企 業 が 南 ア ブ
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リカ経 済 の一 角 に食 い 込 む に は か な りの 時 間 が か か る だ ろ う。

そ れ に もか か わ らず 、そ の 速 度 は速 くな っ て い る。2つ の 新 興 黒 人 企 業 、NewAfricaInvest-

mentLimited(NAIL)(ヌ タ ロ ・モ トラナ)とRealAfricaHolding(前 ア ン グ ロ ・ア メ リカ

ン 重役 、 ドン ・ヌ クベ)は 、 この 半 年 間 に か な りの発 展 を示 した。 そ の他 で はくThebeInvest-

mentが 急 成 長 し、 近 い 将 来 上 場 す る だ ろ う。 こ れ ら三 社 は、 以 前 の 白人 系 親 会 社 や 新 し い外

国 人 パ ー トナー に 融 資 を う け た コ ン グ ロ マ リ ッ トで あ る。

した が っ て 、 これ らの会 社 は 、 真 の 経 済 力 を示 す もの で は な く、 政 治 的 影 響 以 上 の 価 値 を も

た な い 未 経 験 の 経 営 者 に対 す る施 しに す ぎ な い との 非 難 も聞 か れ る。 か れ ら は、 「産 業 の総 帥 」

で は な く、 「産 業 の ボ ス ・ボー イ 」 だ 。 つ ま り、 ア パ ル トヘ イ ト時 代 に農 場 や 工 場 で労 働 者 の

な か に は い っ て 白人 の ボ ス の 代 わ りに 仕 事 を して い た黒 人 監 督 に す ぎな い とい うの だ 。

そ う し た非 難 に 対 して新 興 ビ ジ ネ ス マ ン の モ トラ ナ は 次 の よ うに 反 論 す る。 「短 期 ・中 期 的

に は 、 黒 人 は、 白人 と関 係 を もつ こ と で初 め て ビ ジ ネ ス に 成 功 で きる。 ア パ ル トヘ イ トの 遺 制

の一 つ は 、 黒 人 に は 自 ら を繁 栄 させ る経 営 技 術 を も たせ な か った こ とに あ るか ら だ 。」

他 に も こ の見 解 を支 持 す る も の が い る。 「NAILの よ う な企 業 体 は黒 人 の 台 頭 に はぜ ひ と も

必 要 な もの で あ る」 と語 る の は、 黒 人 む け ビ ジ ネ ス雑 誌Enterpriseの 編 集 者 タ ミ ・マ ズ ワ イ

で あ る。 ア ン グ ロ ・ア メ リカ ン は 、 そ の 子 会 社JohannesburgConsolidatedInvestmentの リ

ス トラか ち う まれ た3つ の 会 社 の う ちで2社 を売 却 す る。JCIの 売 却 は 歓 迎 さ れ て い るが 、 そ

こ に は大 き な 問題 が あ る。 とい うの は 、 ア ン グ ロ ・ア メ リカ ンは 、JCIの うち で 高 利 潤 を もた

らす プ ラチ ナ 鉱 山 に 利 害 関 係 を確 保 して い るだ け で な く、 売 却 額50億 ラ ン ドは 、 現 在 の 黒 人 投

資 家 の 力 量 を は るか に こ えて い るか らで あ る。(Randall,D.J.1996:664-669)

現 在 、 政 府 は、 黒 人 の 権 限 強 化 プ ロ グ ラ ム の 焦 点 が 、 「黒 人 所 有 の 零 細 、 中 小 規 模 企 業 」

(SMMES)の 育 成 に あ る と考 え て い る。 マ ンデ ラ大 統 領 は、SMMESの 育 成 が 産 業 発 展 戦 略

の 中心 と な る と語 っ て い る。 「中小 企 業 は 、 南 ア フ リカ 経 済 に 富 を増 進 させ 、 誇 り と尊 厳 の 源

とな る」 とい うの だ 。 こ の プ ロ セ ス を促 進 す る た め に 、 通 産 省 は 、 活 力 の あ る ビ ジ ネ ス 計 画 を

提 起 した 人 々 に特 別 の 訓 練 と融 資 をお こ な お う と して い る し、 国 際 機 関 のOverseasPrivate

InvestmentCorporation(合 衆 国べ 一 ス)とCommonwealthDevelopmentCorporationは 、

現 地 基 金 をす で に 設 立 した 。(FinancialTimes,May21995)

一 方
、 短 期 的 に は 焦 点 は 、 外 国企 業 と の合 弁 事 業 と い うこ とに な るだ ろ う。1980年 代 半 ば に

投 資 を引 き揚 げ た合 衆 国企 業 は、 黒 人 企 業 と提 携 す る用 意 が あ る よ うだ 。 そ う し た動 きの最 前

線 に は、 フ ァー ス ト ・フ ー ドと ド リン ク の最 大 手 が あ る。 ペ プ シは 、 南 ア フ リカ で の展 開 を黒

人 マ ネー ジ ャー に 任 せ よ う と して い る。 ま た 、 ケ ン タ ッ キー ・フ ラ イ ド ・チ キ ン は、 現 在 南 ア

フ リカ の277店 舗 を 二倍 に し て、 黒 人 に ま かせ るだ ろ う。 さ らに 、 マ ク ドナ ル ド も南 ア フ リカ

で の 展 開 を考 え て い る よ う で あ る。

か つ て 、 将 来 の 葬 祭 費用 の た め に 現 金 貯 蓄 を プー ル して きた 黒 人 グル ー プ 、 「ス トッ クベ ル」

は 、 銀 行 で 口座 を開 い て 、個 人 が そ れ を担 保 に 融 資 を受 け られ る よ うに し よ う と して い る。 い

まの と こ ろ こ れ に 対 す る反 応 は よ く、 債 務 不 履 行 もほ とん どな い 。 こ う した新 し い融 資事 業 に

参 入 し よ う と考 え て い る銀行 も現 れ て き た 。

93



さて、1994年9月21日 に発表されたRDPで は、南アフ リカ政府は、黒人ビジネスを流通運

輸業から製造サー ビス業へ拡大 し、 中小企業の担い手にす る計画をもっているようである。

1994年10月 、世界銀行 グループの国際金融会社(IFC)は 、黒人投資会社RAI傘 下のアフ リ

カン ・ライフに1000万 ドルの投資を発表 した。11月 、米国ペプシコは、合弁会社NABを 設立

している。

NAFCOCは 、卸 ・小売業者や タクシー業者、ガソ リンスタン ド経営者の組織に支えられて

きた。同会議所は、12地 域の商工会議所、中小零細企業62業 種、15万6000社 を傘下にもつ。現

在、加盟企業 の経営強化 と国内ビジネス環境の整備に力点が置かれている。1994年9月 ニュー

ヨー ク国際見本市に13社 が参加 し、衣料品、化粧品、手工芸品、食品などの輸出戦略商品を出

品した。11月 の南アフリカ国際産業見本市(SAITEX)に も共同出店している。

た とえば、1985年 にボプタツワナで設立された化粧品メーカー、「ブラック ・ライク ・ミー」

は、ヘアケア関連80、 化粧品関連20種i類の商品を生産 している。同社は、ヘアケア、スキンケ

アで専門家 を養成するだけでなく、黒人消費者の肌や髪質 を研究している。

また、1993年 度の 「ブラック ・ビジネス ・オブ ・ザ ・イヤー」を受賞 した 「ハー ド・ボイス」

は、広告代理店である。同社は、エス コム、総合醸造会社SAB、 コカコーラと契約 を結び、

国内広告市場で8%の シェアをもち、ケニア航空のPRも 担当 している。南アフ リカの人口の

80%を 占める黒人消費者の動向は、内外企業の大 きな関心の的になっている。したがって、黒

人消費者の声がメディアや広告代理店に与える影響は大 きい。広告業界の役割は、商品購入に

際 してその品質 と機能、アフターサー ビスに関す る詳細な情報を求めている黒人消費者層に商

品情報 を提供 し、同層の生活向上のために正 しい商品知識 を身につけさせ ることである。

NAFCOCの 中心メンバーであ り、1990年 代 にはいって成長 を遂げている黒人企業に 「ナ シ

ョナル ・ソルガム ・ブ リューワ リーズ」(NSB)が ある。 このNSBの 子会社が 「VIVOブ リュ

ーワ リーズ」である。 もともと黒人居住区でビールを醸造 ・販売 していた国営企業のNSBは 、

1990年 の民営化にともなって黒人が経営陣 となった。1994年8月 から操業 したラガー ・ビール

部 門が、VIVOで ある。このビールは、「VIVO」 のブラン ドで国内最大市場のハ ウテンに も

出荷、「マ クロ」や 「メ トロ ・キャッシュ&キ ャリー」などのハ イパー ・マーケッ トとも取引

を開始 した。(JETROREPORT1994:59-65)

6新 世紀のアジア ・アフリカ地域間協力の枠組=イ ニシャティブは日本と南アフリカ

21世紀の幕開けにむかって、アフリカの開発は信頼 できるものでもないし、急速でもない。

現在の国際秩序か らは、アフ リカの経済機会や外交関係の楽観的な予測はたてに くい。 したが

って、悲観論 を唱えるものが多い。それにもかかわらず、今、21世 紀の南アフ リカを展望する

とき、アフ リカをマー ジナルな存在 としてアプ リオ リに決めつけてしまうわけにはいかない。

(a)多 様な変化 を示す南部ア フリカ

さて、南部 アフ リカは、新時代の出発点に立っている。長年にわたってこの地域で くりひろ
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げ られたすべての国々による 「闘争 と犠牲の時代」の後に、アパル トヘ イ トは、 もはや南アフ

リカの政治 と経済を支配することはないと考 えたい。アパル トヘイ トの植 え付けた影響 と不平

等はしばら くの間消えることはない としても、アパル トヘイ トの消滅は、想像 もできなかった

展望 を開いた。長年にわたってこの地域 を暗闇につ き落 した対立 と不安定化の陰 りは過 ぎ去 り、

開けつつある地域的安全へ の展望は、「内乱 と国境 を越えた対立」の原因を大 いに少な くした。

これは、経済回復 と持続的成長 を維持す る基本的条件である。経済活動のあらゆ る部門であら

たな機会が生 まれ、取引の拡大 と南部アフ リカ諸国間のあらゆる種類の互恵的交流がは じまる

であろう。

一方、南アフ リカは、「移行期の政権」 と 「1994年の民主的選挙」とともに、正常 な国際関

係お よび地域関係に完全に復帰 した。1990年 代の南部アフ リカにおける他の変化(ナ ミビアの

独立 とモザンビークの和平協定)も 南アフ リカには等し く好都合なことであった。南部アフリ

カ地域全体では、人々の変革を求め る声によって生 まれた複数政党制や 「責任の もてる政府」

にむかう顕著な傾向が見 られる。先進各国政府 と金融機関は、政治の自由化が経済成長にゆた

かな環境をもたらす という期待のもとで、 このプロセスを支援 している。

しかし、1992年 のアンゴラの選挙は内部対立を解決できなかったし、モザンビー クの和平協

定 も脆弱である。南アフ リカでの政治的暴力はまた安定化への脅威 となるかもしれない。 とは

いえ、南部アフ リカにおける新秩序の政治的条件が、いまや現れてきた。 というのは、「政府

の介入を少な くし、民間部 門の役割を強化 しようというあらたなコンセンサス」が広がってい

るか らである。限定付 きではあるに して も、民主化 と構造調整は、各国の政策の共通用語 とな

っている。

これは、地域協力 と地域統合のあたらしい可能性 を開いた。 もちろん、経済と政治の再建過

程にかかわる困難は耐え難いものである。構造調整プログラムには苦痛がつきものであるし、

政治の自由化にむか う動 きを複雑にする傾向があるかもしれない。 また、構造調整プログラム

の 「期待 される成果」があらわれるには予想に反 して時間がかか る。そうなると政府の力量が

問われることに もなるだろう。

このような状況のなかで、国境 というものは、経済回復や経済成長の展望に とっては障害に

す ぎず、地域協力こそが国内と地域の両方に経済発展をもたらす という議論が力をもちは じめ

ている。 しかし、ひとには、地域協力が全体 として明白な利益 をもたらす とわかっていて も、

過去の経験から一歩踏み出すのを躊躇す るところがある。

結局は、各国政府が、経済協力、最終的には経済統合は喫緊の国内問題 を処理す るうえで自

国のみでなしうるよりもその力量を高め ると確信できなければ、地域協力がもたらす重大 な利

益を見失わせ るものなのである。政府 も、企業 も、人も、共通の利益 をもとめて共同で行動す

ることから何が得 られるかを明確に知ることができなければ、すすんで地域協力のアイデアを

支持す るこ とはない。

南部アフ リカ地域における政治的流動性が顕著であれば、地域統合へむけて政治的支持 を結

集す ることは難 しい。南アフ リカでさえも、ようや く迎えたポス ト・アパル トヘイ トの時期に

は、内向きになる傾向がつよ く、地域問題 よりも国内統合の問題に対処する傾向が強 くなるの
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も無理からぬことである。南アフリカとの互恵的交流への展望は、二国間協定よりも多角的地

域協定によるほ うが有利にひらけることを評価できる条件 を南部アフ リカ諸国の政治的指導者

が具体的に提示 していかねばな らない。 また、地域統合の成功には、政治的指導者、テクノク

ラー ト、民衆の間での持続的な政治的支援が必要である。

地域経済統合への努力を正当 とす る考 え方は、地域全体の努力が、個々の国々の政策や手段

の単独行使 よりも開発 の利益 をより大 きく持続 させ るという見通 しから生まれた。そうした利

益 をもたらす ものとしては、発電能力の経済化、輸送費の節約、サー ビスの改善、農業技術 と

研究の分担、希少な水資源の管理か らは じまって、国境 をこえた投資や地域的為替相場の安定

の促進にいたるまで存在する。

また、それぞれの参加国に開発の大 きな利益 をもたらす地域協力は、パー トナーの適正な選

択に基づかねばならない。その選択は、政治的願望だけでな く経済の現実認識にもとつ く客観

的に達成可能な機会のなかにあるはずである。

現実的および政治的便益、あるいは、地理的ないし歴史的結合 を考慮すれば、外部周辺に位

置す る国々 と関連する 「中部中核国」をふ くむ 「多様 な変化のある構造」 として 「南部 アフリ

カ地域」 という概念 を設定 しても誤 りはないであろう。具体的には、南部アフリカ地域は、11

力国(ア ンゴラ、ボツワナ、 レソ ト、マラウイ、モザンビー ク、ナ ミビア、南アフ リカ、スワ

ジラン ド、 タンザニア、ザンビア、ジンバブエ)か らなっている。 また、南部アフ リカ地域の

すべての国々は、地域協力 を推進する既存の制度や それを構成す る加盟国相互の利害 とすでに

結び付いている。それらは、主 として東 ・南部アフ リカ特恵貿易地域(20力 国)、 南部 アフ リ

カ開発共同体(10力 国)、 南部アフ リカ関税同盟(5力 国)で ある。 したがって、南部 アフ リ

カでは、多様 なセクターの協力 と多様 な制度的取 り決めによる協力が達成されねばならないで

あろう。

(b)ポ ス ト冷戦の国際関係 と日本のアフリカ開発援助

以上のようなポス ト・アパル トヘ イ ト期におけ る 「多様な変化のある構造」 としての南部ア

フリカ地域に対して、 日本は、ポス ト冷戦期の国際関係の構造における自らの位置を認識 した

上で、どのような開発援助の新基準を創 るべ きか を慎重に検討 しなければならないだろう。

さて、 日本政府は、1991年 以降、アフリカに対 して民主化 と経済改革 を支援 し、人道的見地

か ら国際的責務 を果たす ことを明言した。 この背景 としては、冷戦の終焉でロシア(旧 ソ連)

とアメリカのアフリカにおけるプレゼ ンスが弱体化 し、 日本のプレゼンスが相対的に高 まった

こと、1990年 代のアフリカの秩序形成に日本は政治的 ・経済的に関与 しうる国際環境が登場 し

たこと、アフ リカの豊富な資源は日本に とって依然 として重要であることなどが、考えられる。

そ うした 日本の対アフリカ政策の柱は、(1)民 主化支援、(2)構 造調整支援=経 済協力(世

界銀行 ・IMF、 二国間ODA、 債務救済、人道援:助)、(3)環 境i援助(人 口 ・貧困 ・環境悪化

への協力 ・援助)、(4)国 際貢献(選 挙監視、自衛隊PKO)、 である。

また、「政府開発援:助大綱」(1992年6月)や 「アフ リカ開発会議」の 「東京宣言」(1993年10

月)で は、開発援助 政策の効果的実施のために、「我が国及び離陸に成功 した東アジア、東南
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アジア諸国等の経験の活用を図る」 と記されている。その場合、「開発途上国の離陸にむけて

の自助努力を支援す ることを基本 とし、広範な人造 り、国内の諸制度を含むインフラス トラク

チャー(経 済社会基盤)及 び基礎生活分野の整備等を通 じて、 これらの国における資源配分 の

効率 と公正や 『よい統治』の確保をはか り、その上に健全 な経済発展を実現す ることを目的 と

して、政府開発援助 を実施す る」 と明言されている。

具体的に、東アジアおよび東南アジア諸国の顕著な経済実績に寄与 した要因としてしばしば

あげられるものには、以下のものがある。

(1)マ クロ経済政策の合理的適用 と政治的安定性の維持

(2)社 会経済開発の堅固な基礎 として技術研究お よび革新 を通 じる農業生産の促進

(3)開 発戦略の優先分野としての教育および人的資源開発への長期的投資

(4)貿 易及び経済成長の機会増大のための生産様式の促進及び適応 といった市場指向かつ

輸出主導の政策

(5)財 政的介入およびコミュニティ ・レベルでの銀行サー ビスの拡大による国内貯蓄およ

び国内資本形成 を刺激す るための方策

(6)経 済成長および開発の動力 としての民間セ クターを重視する政策

(7)土 地改革の早期実施

このような点 を踏まえて、さらにすすんで南南協力を推進 しようというところに日本の援助

政策の重点がある。

(c)新 世紀のアジア ・アフ リカ地域間協力

ところで、 日本の対南部アフリカ政策をふ りかえってみ ると、そこにはい くつかの問題点が

あった。まず、1980年 代の日本の南部アフ リカ政策は、 日本 と南部アフ リカ諸国間の二国間援

助 と貿易 を中心 とす る もので あった。1991年6月 のアパル トヘ イ トの終結 と1992年8月 の

SADCの 結成を契機 として日本の南部アフ リカ政策の形成が強 くもとめ られた。それについ

ては、(1)南 部アフリカが 「平和 と開発」にむけて始動 したこと、(2)現 実的経済力をもつ

南アフ リカと潜在的経済力をもつ南部アフ リカ諸国による経済共同体が形成されたこと、(3)

南部アフリカおよびアフ リカ全体の政治経済秩序の変動、などの理由が考 えられる。

か くして、1993年3月 、南アフ リカ国際問題研究所 で行われた 「現代 日本の外交政策」 と題

する講演の中で、瀬崎在南アフ リカ大使は次の ような主旨の注 目すべ き発言を行った。

「南アフ リカは南部アフ リカの経済開発に機軸的な役割を演 じるであろう。 日本は南部アフ

リカ地域に資金を供給する計画があり、南アフリカには原料、専門家、技術知識 を提供するこ

とが期待される。南アフ リカは、その地域全体に くりひろげられ る日本の援助を利用できるで

あろう。南アフリカが非人種的で民主的な政府の樹立にむけて、平和裡の うちにその移行を達

成できるか どうかは、南アフ リカ自身に とってのみならず、相互の関係 にとっても決定的に重

要であ り、南部アフ リカ地域全体 にとって も重要である。それはまた、アフリカ大陸全体の政
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治的安定 と経済発展にとって も欠 くことができない。南アフリカは、経済面でみれば大陸唯一

の機関車であ り、他のアフ リカ諸国を率いてい く立場にある。 日本は、南アフ リカと協力する

用意があ り、南アフ リカは日本の最 も重要なグローバル ・パー トナーの一国である」(Sezaki,

K1993:9)

瀬崎発言か らは、最近の 日本 ・南アフリカ両 国の関係 と国際関係における両国の位置の変動

を背景に して、 日本の対外政策あるいは対アフリカ政策において、南アフ リカが小さくない利

害を有する 「準拠社会」 として位置づけ られていることがわか る。

少な くともごく最近に至るまで、 日本の南アフリカ通商政策では、南アフ リカ市場における

日本製品の シェアを確保することに最 も高いプライオ リティが置かれ、それに抵触 しないか ぎ

りでの経済政策の実施であり、 自動車産業め犠牲 を強いた貿易削減の実行であった。 したがっ

て、南アフ リカに関す るか ぎり、「経済的 リア リティ」か らすれば 「政治的レ トリック」は見

事に一貫 していたのである。ただ し、 これには南アフリカ側の政治 と経済の リアリティが一致

しているとい う前提があった。

すなわち、南アフ リカにおいてオランダ系白人の政権が持続 し、彼 らの経済界での優位が持

続 していたという意味において、また、 日本の南アフリカ政策の準拠点がオランダ系白人社会

にあったとい う意味において、 日本の南アフリカ政策のレトリックは、国際的非難にもかかわ

らず一貫 していたと考 えられる。

しか し、今 日、ポス ト冷戦、ポス ト・アパル トヘイ トの南アフリカにおける政治経済変動 を

考 える時、 日本の対南アフ リカ政策の準拠点 をどこに定めるべ きか、 という問題が生 じるかも

しれない。なぜなら、南アフ リカの政治経済変動は、現実の政治の担い手 と経済的現実 を動か

す階層 との離反 と統合 という、ある意味で危 ういバランスのなかで展開 してい くか もしれない

からである。

したがって、 日本は、南アフリカの現実政治の担い手 とその支持基盤 を強化 し、経済的現実

を動か し得 る状況を醸成する方向にもってい く政策 を主 とす るか、あるいは従来の南アフリカ

の政治 と経済 を動か してきた階層との関係 を重視す る政策を主 とするか、とい う重大な岐路に

立っているとも考 えられる。(Morikawa,J.1997:234-241)

しかも、 日本 と南アフ リカの関係 は、アジア と南部アフリカというそれぞれが属 している地

域 の内部 と地域聞の関係のありかたに密接に関連 している。それに関 しても、 クリアしなけれ

ばならない問題が多い。た とえば、(1)南 部 アフ リカの 「平和 と開発」への活動努力に対 し

て日本が どのように寄与するか、また南部アフリカ地域政策の形成 とその政策 を内外 にどのよ

うに明示す るのか、 とい う点、(2)南 部アフ リカ諸国の実情に応 じた機動性のある柔軟な外

交ないし援助体制をどの ように構築するか、 という問題、(3)南 部アフ リカにおいて鍵 をに

ぎる新生南アフリカの民主化 と経済再建に積極的かつ具体的な指導力を発揮できる領域 をどこ

に確定 し、それに対 して どのように取組むのか、 とい う課題、(4)そ れに関連 して、南部ア

フ リカにおける民主化過程 と経済改革過程 を正確に認識 し機動的な援助 を実施するには、 どの

ような研究調査体制 をとれば よいのか、 とい う点、(5)地 域協力機関 としてのSADCに 対

す る積極的支援をどの ように実施す るか、 という問題、(6)日 本一南部アフ リカ関係 におい
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て、ひいてはアジアーアフ リカ地域間関係において南アフ リカをどのように位置付けるのか、

という展望、などがあげられるであろう。

いずれに して も、 日本が取 り組むべ き開発援:助ない し政策 としては、地域協力が各国政府の

力量を高め、南アフリカと南部アフ リカ各国の二国間協定 よりも南部アフ リカ地域 レベルの多

国間協定の方が有利であることを示す 「地域開発援助」でなければならない。そうしたことを

具体的に明示できるプ ロジェク トを日本は開発す ることが必要であろう。(JICAREPORT

1994:77-92)

それには、 ソフ ト(研 究)面 とハー ド面がある。 ソフ ト面では、政治家、テクノクラー ト、

市民間の議論の場(フ ォーラム)を 日本のイニシャティブで形成す るか、あるいはすでに南部

アフ リカ地域に存在する 「南部アフリカ政治経済研究 トラス ト」(SAPESTRUST)な どと日

本国内の南部アフリカ研究フォー ラム との 「国際 コンソー シアム」 を形成するかである。南部

アフ リカ開発援助にはこうした点も含めてよいのではないか。ハー ド面では、従来日本が行っ

てきた通信、教育、生活関連などのインフラス トラクチャー建設への援助を通 して持続的開発

への展望を示すことであろう。

そのなかで、南アフ リカの課題 と日本の役割については、(1)南 アフ リカの民主化 と持続

的開発のためには、国際社会 と協力して復興開発計画(RDP)に 対す る側面か らの支援:を行

うこと、(2)南 アフリカの持続的経済発展が期待 されるが、その推進力 としてはRDPと 海

外からの投資(直 接投資 と技術移転)で の 日本の協力が必要 とされること、である。これにつ

いては、 日本の企業 とブラックビジネス との関係強化 とこれ を通 じたブラックビジネスの発展

による経済格差の是正が重視 されなければならないだろう。(Barrettetal1994=109-124)

ところで、1995年12月 には、 イン ドネシアのバ ン ドンで 「アジア ・アフリカ協力のためのバ

ン ドン ・フレームワー ク:21世 紀へむけての共 同作業」が開催 された。「アジア ・アフリカ地

域問協力」 のあ りかたのなかで日本の対南部アフリカ経済協力が議論されてい くことが必要で

はないだろうか。 この会議は、今後のアジア ・アフ リカ地域間協力の枠組 と日本の対南部アフ

リカ経済関係の基本的枠組の準拠点となるはずである。

すなわち、 この枠組みの具体化は、南南協力のネッ トワー ク(非 公式の交流 ・接触 ・会合 ・

ワー クショップ)を 強固なものにしていくことか らは じまる。分野では、マクロ経済研究や人

的資源開発など、経済部門では農業、製造業あるいは貿易 ・投資などについて議論が深め られ

ようとしている。これは、専門家集団だけでなく、企業家や一般市民のNGOな どさまざなレ

ベルでのネ ットワー ク形成に支えられねばならないだろう。

とくに、経済開発には民間部門(企業)の 活力が需要な役割を演 じる。た とえば、アフリカの

商工会議所 とアジアの商業界 との合弁事業協議会つ くり、情報 と経験の共有をはかる。貿易 ・

投資 ミッシ ョンでアジア ・アフ リカの交流をはか り、合弁事業の機会 を探る。その場合、アフ

リカの製造業 と輸出部 門に注目してはどうだろうか。アフリカ諸国は、輸出品の多様化 と外国

市場へのアクセスを広げる。構造調整 も近隣地域 をふ くめた広い観点から取 り組む必要がある

だろう。また、アジア諸国は、WTOで 先進国市場へ のアクセス改善 を訴えるとともに、情報

と技術 で協力 し、市場拡大 と投資でも協力することが望 まれる。
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こ の よ う な 情 報 と 経 験 の 共 有 を つ う じ て 、 先 に 提 起 し た 問 題 に 一 定 の 解 決 策 を 見 つ け 出 す 環

境 が 醸 成 さ れ て く る の で は な い だ ろ う か 。 日本 と 南 ア フ リ カ は 、 そ の 場 合 、 地 域 協 力 と 地 域 統

合 の メ リ ッ トを 具 体 的 に 示 し 、 そ の プ ロ ジ ェ ク トの 実 現 に む け た 援 助 と 投 資 を 持 続 的 な も の に

し て い く役 割 を も っ て い る と考 え ら れ る 。

注

(1)現 在 利 用 で き るRDP関 係 の 資料 は、 以 下 の もの で あ る。MinistryintheOfficeof・thePresident,

WHITEPAPERONRECONSTRUCTIONANDDEVELOPEMENT,CapeTown,15November1994.

(2)本 報 告 書 は 以下 の タ イ トル で あ る。TheRestructuringoftheSouthAfricanEconomy・41>�jnative

ModelApproach,compiledbytheCentralEconmicAdvisoryService,incloseconsultingwiththe

SouthAfricanReserveBank,GovernmentDepartments,otherbodiesandtheSpecialEconmicAd-

visertotheMinisterofFinancewhoactedasacordinator,March,1993.本 文 中で はNEMと 略 記 す

る。

(3)本 報 告 書 は 以下 の タ イ トル で あ る。MacroeconomicResearchGroup,MakingDemocracyWorka

FrameworkforMacroeconomicPolicyinSouthAfrica,AReporttomembersoftheDemocraticMove-

mentofSouthAfrica,CentreforDevelopmentStudies,SouthAfrica,1993.本 文 中で はMERGと 略 記

す る。

(4)SouthAfricaPoliticalEconomySeriesTrustが 公 式 名 で あ る。 現 在 、 ジ ンバ ブ エ共 和 国 のハ ラ レ に置

か れ て い る。 数 多 くの 出版 物 を発行 して い るが 、SouthernAfricaPoliticalEconomyMonthlyは 隔 月間

の機 関 誌 で あ る。
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